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人口動態（2月中）

転　入　19 転　出　9

出　生　 2 死　亡　14

その他　 0 その他　 0

町の世帯と人口

3 月１日現在（前月比）

世帯数 ２，５４４（　１減）

人　口 ４，７１７（　２減）

　　男 ２，３３９（　８減）

　　女 ２，３７８（　６増）
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４月号

「
東
京
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ラ
イ
ン
」
専
用

　
　
　ラ
ッ
ピ
ン
グ
列
車
出
発
セ
レ
モ
ニ
ー

▶
セ
レ
モ
ニ
ー
で
挨
拶
を
す
る
師
岡
奥
多
摩
町
長

（
右
は
青
梅
市
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ゆ
め
う
め
ち
ゃ
ん
）

▶
右
か
ら
師
岡
奥
多
摩
町
長
、
浜
中
青
梅
市
長

飯
島
青
梅
駅
長

　
　

▶
右
か
ら
靱
矢
御
岳
山
観
光
協
会
長
、
小
澤
青
梅
市
観
光
協
会

長
、
浜
中
青
梅
市
長
、
内
田
八
王
子
支
社
長
、
師
岡
奥
多
摩

町
長
、
原
島
奥
多
摩
観
光
協
会
長
、
飯
島
青
梅
駅
長

「
東
京
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ラ
イ

ン
」
と
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
（
東
日

本
旅
客
鉄
道
（
株
））
八
王
子
支

社
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
青
梅
線

の
青
梅
駅
か
ら
奥
多
摩
駅
間
の
愛

称
で
す
。

出
発
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
師
岡
町
長
、
原
島
観

光
協
会
長
、
町
の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
「
わ
さ
ぴ
ー
」
が
参
列

し
、
お
祝
い
し
ま
し
た
。

３
月
18
日
に
は
、
青
梅
線
の
ダ

イ
ヤ
改
正
に
合
わ
せ
、
「
東
京
ア

ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ラ
イ
ン
」
に
新
た

な
ラ
ッ
ピ
ン
グ
（
春
夏
秋
冬
の
４

種
類
）
を
施
し
た
専
用
列
車
の
運

行
が
始
ま
り
、
青
梅
駅
に
お
い
て
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企
画
財
政
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

  令和５年度　奥多摩町まちづくり推進事業支援金　事業募集

　奥多摩町まちづくり推進事業支援金とは、住民や町に係わるみなさんが、主体的に企画し実施される

「まち（地域）、ひと（人材）の魅力を生かし、地域コミュニティの活性化に資する事業」に対し、町よ

り交付される支援金です。制度の概要は以下のとおりです。

対象事業

　まち（地域）、ひと（人材）の魅力を生かし、地域コミュニティの活性化に資する事業。   

  ただし、以下に該当するものは除く。

　・町の他の補助制度の対象となる事業

　・営利活動のみを目的とする事業

　・本推進事業支援金の交付決定前に開始している事業

対象者  町内に居住する方、町に係わりのある方、町のまちづくりに興味のある方

支援金額

 （限度額）100 万円　

 （助成率）1年目：80％　2年目：60％　3年目：40％

 ＊ 4 年目以降は助成なしとなります。

 ＊継続事業については、将来的に自立していただくため、助成率の変動があります。

 ＊対象事業費から、その他の収入を控除した額を支援金額とします。

 　また、事業費は 100 万円に達しない少額規模のものでも対象となります。

募集期間 　4月 7日（金）～ 5 月 8 日（月）

審査方法

 奥多摩町まちづくり委員会による書類審査及びプレゼンテーション審査

 ＊事業費が 10 万円未満（事業支援金 1年目の場合は 8万円未満）の場合は、原則書面

   審査のみとなりますが、内容によりプレゼンテーション審査を実施します。

 応募方法などの詳細は、町ホームページ、役場企画財政課、保健福祉センター、文化会館、子ども家

庭支援センターにある「申請の手引き」をご確認ください。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０

奥多摩町まちづくり委員会
「奥多摩＝国立公園」をＰＲしてマナーアップ

看板制作・設置について

　まちづくり活動を支援し、官民協働を推進する「奥多摩町まちづくり委員会」では、観光マナーアッ

プ啓発事業に取り組んでいます。昨春には、「#ＫＥＥＰ ＢＬＵＥ ＋ＧＲＥＥＮ　Ｎ ational　Ｐ ark

～考えて、守ろう。緑と青の国立公園～」という標語を掲げ、全１２種類のポスタービジュアルおよび

ステッカーを制作しました。

　コロナ禍でより顕在化した、河川敷でのＢＢＱごみの放置や直火、河川

・山岳事故など観光にまつわる諸問題に対して、この町が国立公園である

ことを広くＰＲし、自身の振る舞いを見直すきっかけにしてもらうことを

目的としています。

　この度、さらなる普及を図るため、氷川小橋横の既存看板支柱を再利用

し、英語表記も加えた看板を制作、設置しました。

　ステッカーは、引き続き企画財政課の窓口をはじめ町内各所にて無料配

布をしています。配布箇所の詳細は町ホームページをご確認ください。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０
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教
育
委
員
就
任
ほ
か

教
育
委
員
に

武
本

正
明

氏

就
任

原
島

克
弘

副
団
長

　
　
　
　
　消
防
庁
長
官
表
彰

受
章

▶
町
長
に
受
章
報
告
・
３
月
13
日

教
育
委
員
の
石
田
充
法
氏

の
逝
去
に
伴
い
、
そ
の
後
任

に
武
本
正
明
氏
（
小
丹
波
）

が
３
月
の
定
例
町
議
会
に
お

い
て
議
会
の
同
意
を
得
て
、

３
月
３
日
付
で
教
育
委
員
に

任
命
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
任
期
に
つ
い
て
は
、

石
田
充
法
氏
の
残
任
期
間
で

奥
多
摩
町
消
防
団
副
団
長

の
原
島
克
弘
氏
が
、
３
月
10

日
付
で
消
防
庁
長
官
に
よ
る

永
年
勤
続
功
労
章
を
受
章
さ

れ
ま
し
た
。

氏
は
、
平
成
５
年
４
月
入

団
以
来
三
十
有
余
年
の
消
防

団
活
動
に
お
い
て
、
平
成
29

年
４
月
か
ら
は
第
１
分
団
長
、

令
和
３
年
４
月
か
ら
は
副
団

長
（
現
在
１
期
目
）
の
要
職

を
歴
任
さ
れ
、
長
年
に
わ
た

る
消
防
団
活
動
へ
の
貢
献
が

認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

あ
る
令
和
５
年
９
月
30
日
ま

で
と
な
り
ま
す
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

11
月
30
日
任
期
満
了
に
よ
る

奥
多
摩
町
議
会
議
員
選
挙
の
日

程
が
決
ま
り
ま
し
た
。

◎
選
挙
告
示
日

　
　
　
　
11
月
７
日
（
火
）

◎
投
・
開
票
日

　
　
　
　
11
月
12
日
（
日
）

＊
立
候
補
予
定
者
説
明
会
な
ど

に
つ
い
て
は
、
後
日
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課

（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
）

　
　
　
　
　☎
83-

２
３
４
５

町
議
会
議
員
選
挙

の
日
程
に
つ
い
て

初
夏
の
１
日
を
健
康
づ
く

り
を
兼
ね
て
、
ご
家
族
や
友

人
と
一
緒
に
歩
い
て
み
ま
せ

ん
か
。

コ
ー
ス
は
ロ
ン
グ
コ
ー
ス

（
約
８
㌔
）
と
シ
ョ
ー
ト
コ
ー

ス
（
約
５
㌔
）
が
あ
り
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

　
　

〔
日

時
〕
６
月
４
日
（
日
）

      

午
前
９
時
開
始
予
定

〔
集
合
場
所
〕
古
里
小
学
校

第
29
回
歩
く
大
会

〔
コ
ー
ス
〕

①
ロ
ン
グ
コ
ー
ス

古
里
小
学
校
→
寸
庭
橋
→

松
の
木
尾
根
→
鳩
ノ
巣
渓
谷

→
数
馬
峡
遊
歩
道
→
奥
多
摩

中
学
校
（
約
８
㌔
コ
ー
ス
）

②
シ
ョ
ー
ト
コ
ー
ス

古
里
小
学
校
→
寸
庭
橋
→
松

の
木
尾
根
→
鳩
ノ
巣
渓
谷
→

白
丸
観
光
駐
車
場
（
約
５
㌔

コ
ー
ス
）

＊
詳
し
く
は
、
後
日
チ
ラ
シ

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課

　
　
　
　
☎
83-

２
２
４
６

今
年
度
は
Ｊ
Ｒ
東
日
本
で

開
催
さ
れ
る
「
駅
か
ら
ハ
イ
キ

ン
グ
＆
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン

ト
」
と
連
携
し
、
「
奥
多
摩
セ

ラ
ピ
ー
ウ
ォ
ー
ク
」
を
開
催
し

ま
す
。
例
年
は
、
４
月
29
日
に

開
催
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
天

候
に
左
右
さ
れ
ず
多
く
の
方
に

ご
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
９
日

間
に
開
催
期
間
を
変
更
い
た
し

ま
す
。
ゴ
ー
ル
と
な
る
奥
多
摩

湖
を
め
ざ
し
新
緑
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。
み
な
さ
ん
の
ご
参

加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

〔
日

　
　
時
〕
４
月
29
日
（
祝
）

か
ら
５
月
７
日
（
日
）
ま
で

〔
受
付
時
間
〕
午
前
８
時
30
分

か
ら

〔
受
付
場
所
〕
奥
多
摩
町
観
光

案
内
所

〔
コ
ー
ス
〕
奥
多
摩
駅
～
む
か

し
み
ち
～
奥
多
摩
湖
（
約
10
㌔

４
時
間
の
コ
ー
ス
）

（
ポ
イ
ン
ト
を
３
箇
所
設
置
し

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
実
施
し
ま

す
。
）

〔
参
加
費
〕　
　
無
料

＊
各
日
午
後
５
時
ま
で
に
奥
多

摩
む
か
し
み
ち
内
に
設
置
し
た

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
集
め
、
奥

多
摩
町
観
光
案
内
所
で
提
示
し

て
い
た
だ
く
と
完
歩
賞
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
観
光
産
業

課
　
　
　
　
☎
83-

２
２
９
５

奥
多
摩
ふ
れ
あ
い
広
場
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
２
３

　
　
　

奥
多
摩
セ
ラ
ピ
ー
ウ
ォ
ー
ク
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４
月
29
日
（
祝
）

か
ら
５
月
７
日
（
日
）
ま
で

〔
受
付
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付
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摩
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光

案
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〕
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摩
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摩
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㌔

４
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間
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ー
ス
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を
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所
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置
し

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
実
施
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。
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〔
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費
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料

＊
各
日
午
後
５
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に
奥
多

摩
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か
し
み
ち
内
に
設
置
し
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ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
集
め
、
奥

多
摩
町
観
光
案
内
所
で
提
示
し

て
い
た
だ
く
と
完
歩
賞
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
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業

課
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83-

２
２
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摩
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広
場
フ
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ル
２
０
２
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ラ
ピ
ー
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ー
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  令和５年度　奥多摩町まちづくり推進事業支援金　事業募集

　奥多摩町まちづくり推進事業支援金とは、住民や町に係わるみなさんが、主体的に企画し実施される

「まち（地域）、ひと（人材）の魅力を生かし、地域コミュニティの活性化に資する事業」に対し、町よ

り交付される支援金です。制度の概要は以下のとおりです。

対象事業

　まち（地域）、ひと（人材）の魅力を生かし、地域コミュニティの活性化に資する事業。   

  ただし、以下に該当するものは除く。

　・町の他の補助制度の対象となる事業

　・営利活動のみを目的とする事業

　・本推進事業支援金の交付決定前に開始している事業

対象者  町内に居住する方、町に係わりのある方、町のまちづくりに興味のある方

支援金額

 （限度額）100 万円　

 （助成率）1年目：80％　2年目：60％　3年目：40％

 ＊ 4 年目以降は助成なしとなります。

 ＊継続事業については、将来的に自立していただくため、助成率の変動があります。

 ＊対象事業費から、その他の収入を控除した額を支援金額とします。

 　また、事業費は 100 万円に達しない少額規模のものでも対象となります。

募集期間 　4月 7日（金）～ 5 月 8 日（月）

審査方法

 奥多摩町まちづくり委員会による書類審査及びプレゼンテーション審査

 ＊事業費が 10 万円未満（事業支援金 1年目の場合は 8万円未満）の場合は、原則書面

   審査のみとなりますが、内容によりプレゼンテーション審査を実施します。

 応募方法などの詳細は、町ホームページ、役場企画財政課、保健福祉センター、文化会館、子ども家

庭支援センターにある「申請の手引き」をご確認ください。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０

奥多摩町まちづくり委員会
「奥多摩＝国立公園」をＰＲしてマナーアップ

看板制作・設置について

　まちづくり活動を支援し、官民協働を推進する「奥多摩町まちづくり委員会」では、観光マナーアッ

プ啓発事業に取り組んでいます。昨春には、「#ＫＥＥＰ ＢＬＵＥ ＋ＧＲＥＥＮ　Ｎ ational　Ｐ ark

～考えて、守ろう。緑と青の国立公園～」という標語を掲げ、全１２種類のポスタービジュアルおよび

ステッカーを制作しました。

　コロナ禍でより顕在化した、河川敷でのＢＢＱごみの放置や直火、河川

・山岳事故など観光にまつわる諸問題に対して、この町が国立公園である

ことを広くＰＲし、自身の振る舞いを見直すきっかけにしてもらうことを

目的としています。

　この度、さらなる普及を図るため、氷川小橋横の既存看板支柱を再利用

し、英語表記も加えた看板を制作、設置しました。

　ステッカーは、引き続き企画財政課の窓口をはじめ町内各所にて無料配

布をしています。配布箇所の詳細は町ホームページをご確認ください。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０
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国民健康保険・後期高齢者医療制度の健康診査の実施

　町では、国民健康保険被保険者で４０歳以上の方、後期高齢者医療保険被保険者の方、若年層（１８

歳から３９歳）の方向けに、健康診査を無料で実施します。

　ご自身の健康状態を把握し、生活習慣病などの予防や改善のために、ぜひ健診を受診しましょう。

【対象者】

　●国民健康保険被保険者で４０歳以上の方

　●後期高齢者医療保険被保険者の方

　●若年層（令和５年４月１日時点で、１８歳から３９歳の方。加入の健康保険は問いません。）

　　＊国民健康保険と後期高齢者医療保険の方の受診券は、対象の方に５月中旬頃にお送りします。

　　＊長期入院中の方や施設に入所されている方は対象外です。

　　＊若年層の方で健診の受診を希望される方は、受診券を発行しますので、ご連絡ください。

【各健診共通事項】（個別健診）

　実施期間：６月１日（木）～１０月３１日（火）＊若年層健康診査は、３月３１日まで実施します。

　実施場所：町内医療機関（奥多摩病院、双葉会診療所、古里診療所）・町外契約医療機関

　実施内容：問診、視診、聴打診、身体測定、血圧測定、尿検査（糖、蛋白）、

　　　　　　循環器検査（ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、中性脂肪）、

　　　　　　肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ）、血糖検査（空腹時血糖、ヘモグロビンＡ１ｃ）

　　　　　　＊医師が必要とする方に対しては、貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値）、

　　　　　　　心電図検査を実施

　費用負担：無料

【留意事項】

＊受診をされる際は、必ず事前に医療機関へご予約ください。

＊期間終了間際になりますと、医療機関の混雑が予想されますので、早めの受診をお勧めします。

＊町の国民健康保険以外の健康保険に加入している４０歳以上の方の健康診査については、ご加入の

　健康保険組合かお勤め先にお問い合わせください。

【集団健診について】

　個別健診を期間内に受けられない方向けに、今年度も集団健診を実施する予定です。

＊詳細は、広報おくたまで改めてお知らせします。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

“ごみを減らす１０アクション”（食品ロス削減への取組）
　４月号の食品ロスに関するお知らせは、“家庭系食品ロスの主な発生要因”と“東京都が２０２０年

１月に行った「食生活と食育に関する世論調査」”のうち、食品ロス削減につながる行動を何かしてい

るかと聞いた質問で、最も多かった回答を紹介します。

　主な発生要因は、買い過ぎや作り過ぎ、食べ残しなどであるとのことで、これはみなさんも納得いた

だけると思います。また、食品ロス削減につながる最も多かった行動として、「賞味期限を正しく理解し、

期限が過ぎてもすぐに捨てずに食べられるかどうか判断している」との回答結果で、全体の約６３％で

した。３月号の広報で、賞味期限と消費期限についてお知らせしていますので、もう一度、確認してみ

てください。食品ロス削減には、一人ひとりの意識と行動がかかせません。引き続き情報発信をして行

きますので、食品ロスを意識した生活習慣を心がけてください。一人ひとりの行動が、町全体では大き

な食品ロス削減、ごみの減量化につながります。

※問い合わせは、環境整備課（クリーンセンター）　☎８３－２３６７
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     新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

※インターネット環境がない方、接種全般の問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

【令和５年春開始接種の対象者および使用するワクチン】

・ 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクの高い高齢者（６５歳以上の方）、基礎疾  

　患を有する方および医療機関や高齢者施設、障害者施設の従事者などが令和５年春開始接種の対象者

・ 使用するワクチンは、前回接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社製または、モデルナ社製の

　オミクロン株対応ワクチン（mRNA ワクチン）を用いることが適当であるとされています。なお、国

　からのワクチンの供給状況（ファイザー BA.4/5 の供給は当面の間ありません）により、町の集団接

種で使用するワクチンは、ファイザー社製は、BA.1 対応型ワクチン、モデルナ社製は、BA.4/5 対

対応型ワクチンとなります。

＊ BA.1 対応型ワクチンでも、新型コロナウイルス感染症の重症予防効果に差がないとされています。

　なお、ファイザー BA.4/5　対応型ワクチン（町在庫分）を希望する場合、ワクチンの種類の変更を

　希望される場合は、ワクチン接種の日時指定の通知がお手元に届きましたら、５月から再開する新型

区分 接種券発送時期 接種開始時期

７５歳以上の高齢者 ５月上旬 ５月下旬から

６５歳から７４歳までの高齢者 ５月中旬 ６月から

基礎疾患を有する方 ５月中旬 ６月から

＜接種スケジュール・接種券発送時期＞

【令和４年秋開始のオミクロン株対応ワクチン接種について】

・ 令和４年秋開始接種は５月７日に終了し、５月８日からは令和５年春開始接種が開始されます。まだ

　オミクロン株対応ワクチン接種を受けていない方のうち令和５年春開始接種の対象者でない方（１２

　歳以上の健常な若年者）でオミクロン株対応ワクチン接種を希望される方は、５月７日までに接種し

　てください。令和５年春接種が開始しますとその期間の対象者に当てはまらない場合、次の期間（令

　和５年秋開始接種）まで接種できませんのでご注意ください。

・オミクロン株対応ワクチン接種を希望される方は、個別の医療機関での接種となりますので、下記ス

　ケジュールをご確認いただき、スマートフォンやパソコンのインターネットから予約をお願いします。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

１２歳以上の方
４月１８日（火）　１６：００～ 古里診療所

ファイザー社製
４月２８日（金）  １６：００～ 双葉会診療所

【１２歳以上初回（１・２回目）接種】

　初回接種を希望される方は、個別の医療機関での接種となりますので、下記スケジュールをご確認い

ただき、スマートフォンやパソコンのインターネットから予約をお願いします。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

１２歳以上の方
４月２６日（水）　１６：００～

奥多摩病院 ファイザー社製
５月１７日（水）  １６：００～

　町では、国の令和５年新型コロナウイルスワクチン春開始接種および秋開始接種

の決定を受け、町民のみなさんが安心して、新型コロナウイルスワクチンの追加接

種ができるよう準備を進めています。なお、当町においては、５月下旬から７５歳

以上の高齢者から順次、集団接種（会場：福祉会館および文化会館）を再開します。

コロナウイルスワクチン接種コール

センターまでご連絡ください。接種

日時を変更いたしますが、接種時期

が遅くなることがありますので、ご

了承ください。

【令和５年度秋開始接種の対象者】

・ 初回接種（１・２回接種）を終了した５歳以上のすべての方が令和５年秋開始接種の対象者となります。
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     新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

※インターネット環境がない方、接種全般の問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

【令和５年春開始接種の対象者および使用するワクチン】

・ 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクの高い高齢者（６５歳以上の方）、基礎疾  

　患を有する方および医療機関や高齢者施設、障害者施設の従事者などが令和５年春開始接種の対象者

・ 使用するワクチンは、前回接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社製または、モデルナ社製の

　オミクロン株対応ワクチン（mRNA ワクチン）を用いることが適当であるとされています。なお、国

　からのワクチンの供給状況（ファイザー BA.4/5 の供給は当面の間ありません）により、町の集団接

種で使用するワクチンは、ファイザー社製は、BA.1 対応型ワクチン、モデルナ社製は、BA.4/5 対

対応型ワクチンとなります。

＊ BA.1 対応型ワクチンでも、新型コロナウイルス感染症の重症予防効果に差がないとされています。

　なお、ファイザー BA.4/5　対応型ワクチン（町在庫分）を希望する場合、ワクチンの種類の変更を

　希望される場合は、ワクチン接種の日時指定の通知がお手元に届きましたら、５月から再開する新型

区分 接種券発送時期 接種開始時期

７５歳以上の高齢者 ５月上旬 ５月下旬から

６５歳から７４歳までの高齢者 ５月中旬 ６月から

基礎疾患を有する方 ５月中旬 ６月から

＜接種スケジュール・接種券発送時期＞

【令和４年秋開始のオミクロン株対応ワクチン接種について】

・ 令和４年秋開始接種は５月７日に終了し、５月８日からは令和５年春開始接種が開始されます。まだ

　オミクロン株対応ワクチン接種を受けていない方のうち令和５年春開始接種の対象者でない方（１２

　歳以上の健常な若年者）でオミクロン株対応ワクチン接種を希望される方は、５月７日までに接種し

　てください。令和５年春接種が開始しますとその期間の対象者に当てはまらない場合、次の期間（令

　和５年秋開始接種）まで接種できませんのでご注意ください。

・オミクロン株対応ワクチン接種を希望される方は、個別の医療機関での接種となりますので、下記ス

　ケジュールをご確認いただき、スマートフォンやパソコンのインターネットから予約をお願いします。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

１２歳以上の方
４月１８日（火）　１６：００～ 古里診療所

ファイザー社製
４月２８日（金）  １６：００～ 双葉会診療所

【１２歳以上初回（１・２回目）接種】

　初回接種を希望される方は、個別の医療機関での接種となりますので、下記スケジュールをご確認い

ただき、スマートフォンやパソコンのインターネットから予約をお願いします。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

１２歳以上の方
４月２６日（水）　１６：００～

奥多摩病院 ファイザー社製
５月１７日（水）  １６：００～

　町では、国の令和５年新型コロナウイルスワクチン春開始接種および秋開始接種

の決定を受け、町民のみなさんが安心して、新型コロナウイルスワクチンの追加接

種ができるよう準備を進めています。なお、当町においては、５月下旬から７５歳

以上の高齢者から順次、集団接種（会場：福祉会館および文化会館）を再開します。

コロナウイルスワクチン接種コール

センターまでご連絡ください。接種

日時を変更いたしますが、接種時期

が遅くなることがありますので、ご

了承ください。

【令和５年度秋開始接種の対象者】

・ 初回接種（１・２回接種）を終了した５歳以上のすべての方が令和５年秋開始接種の対象者となります。
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     新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

※インターネット環境がない方、接種全般の問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

【令和５年春開始接種の対象者および使用するワクチン】

・ 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクの高い高齢者（６５歳以上の方）、基礎疾  

　患を有する方および医療機関や高齢者施設、障害者施設の従事者などが令和５年春開始接種の対象者

・ 使用するワクチンは、前回接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社製または、モデルナ社製の

　オミクロン株対応ワクチン（mRNA ワクチン）を用いることが適当であるとされています。なお、国

　からのワクチンの供給状況（ファイザー BA.4/5 の供給は当面の間ありません）により、町の集団接

種で使用するワクチンは、ファイザー社製は、BA.1 対応型ワクチン、モデルナ社製は、BA.4/5 対　

対応型ワクチンとなります。

＊ BA.1 対応型ワクチンでも、新型コロナウイルス感染症の重症予防効果に差がないとされています。

　なお、ファイザー BA.4/5　対応型ワクチン（町在庫分）を希望する場合、ワクチンの種類の変更を

　希望される場合は、ワクチン接種の日時指定の通知がお手元に届きましたら、５月から再開する新型

区分 接種券発送時期 接種開始時期

７５歳以上の高齢者 ５月上旬 ５月下旬から

６５歳から７４歳までの高齢者 ５月中旬 ６月から

基礎疾患を有する方 ５月中旬 ６月から

＜接種スケジュール・接種券発送時期＞

【令和４年秋開始のオミクロン株対応ワクチン接種について】

・ 令和４年秋開始接種は５月７日に終了し、５月８日からは令和５年春開始接種が開始されます。まだ

　オミクロン株対応ワクチン接種を受けていない方のうち令和５年春開始接種の対象者でない方（１２

　歳以上の健常な若年者）でオミクロン株対応ワクチン接種を希望される方は、５月７日までに接種し

　てください。令和５年春接種が開始しますとその期間の対象者に当てはまらない場合、次の期間（令

　和５年秋開始接種）まで接種できませんのでご注意ください。

・オミクロン株対応ワクチン接種を希望される方は、個別の医療機関での接種となりますので、下記ス

　ケジュールをご確認いただき、スマートフォンやパソコンのインターネットから予約をお願いします。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

１２歳以上の方
４月１８日（火）　１６：００～ 古里診療所

ファイザー社製
４月２８日（金）  １６：００～ 双葉会診療所

【１２歳以上初回（１・２回目）接種】

　初回接種を希望される方は、個別の医療機関での接種となりますので、下記スケジュールをご確認い

ただき、スマートフォンやパソコンのインターネットから予約をお願いします。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

１２歳以上の方
４月２６日（水）　１６：００～

奥多摩病院 ファイザー社製
５月１７日（水）  １６：００～

　町では、国の令和５年新型コロナウイルスワクチン春開始接種および秋開始接種

の決定を受け、町民のみなさんが安心して、新型コロナウイルスワクチンの追加接

種ができるよう準備を進めています。なお、当町においては、５月下旬から７５歳

以上の高齢者から順次、集団接種（会場：福祉会館および文化会館）を再開します。

コロナウイルスワクチン接種コール

センターまでご連絡ください。接種

日時を変更いたしますが、接種時期

が遅くなることがありますので、ご

了承ください。

【令和５年度秋開始接種の対象者】

・ 初回接種（１・２回接種）を終了した５歳以上のすべての方が令和５年秋開始接種の対象者となります。
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344
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国民健康保険・後期高齢者医療制度の健康診査の実施

　町では、国民健康保険被保険者で４０歳以上の方、後期高齢者医療保険被保険者の方、若年層（１８

歳から３９歳）の方向けに、健康診査を無料で実施します。

　ご自身の健康状態を把握し、生活習慣病などの予防や改善のために、ぜひ健診を受診しましょう。

【対象者】

　●国民健康保険被保険者で４０歳以上の方

　●後期高齢者医療保険被保険者の方

　●若年層（令和５年４月１日時点で、１８歳から３９歳の方。加入の健康保険は問いません。）

　　＊国民健康保険と後期高齢者医療保険の方の受診券は、対象の方に５月中旬頃にお送りします。

　　＊長期入院中の方や施設に入所されている方は対象外です。

　　＊若年層の方で健診の受診を希望される方は、受診券を発行しますので、ご連絡ください。

【各健診共通事項】（個別健診）

　実施期間：６月１日（木）～１０月３１日（火）＊若年層健康診査は、３月３１日まで実施します。

　実施場所：町内医療機関（奥多摩病院、双葉会診療所、古里診療所）・町外契約医療機関

　実施内容：問診、視診、聴打診、身体測定、血圧測定、尿検査（糖、蛋白）、

　　　　　　循環器検査（ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、中性脂肪）、

　　　　　　肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ）、血糖検査（空腹時血糖、ヘモグロビンＡ１ｃ）

　　　　　　＊医師が必要とする方に対しては、貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値）、

　　　　　　　心電図検査を実施

　費用負担：無料

【留意事項】

＊受診をされる際は、必ず事前に医療機関へご予約ください。

＊期間終了間際になりますと、医療機関の混雑が予想されますので、早めの受診をお勧めします。

＊町の国民健康保険以外の健康保険に加入している４０歳以上の方の健康診査については、ご加入の

　健康保険組合かお勤め先にお問い合わせください。

【集団健診について】

　個別健診を期間内に受けられない方向けに、今年度も集団健診を実施する予定です。

＊詳細は、広報おくたまで改めてお知らせします。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

“ごみを減らす１０アクション”（食品ロス削減への取組）
　４月号の食品ロスに関するお知らせは、“家庭系食品ロスの主な発生要因”と“東京都が２０２０年

１月に行った「食生活と食育に関する世論調査」”のうち、食品ロス削減につながる行動を何かしてい

るかと聞いた質問で、最も多かった回答を紹介します。

　主な発生要因は、買い過ぎや作り過ぎ、食べ残しなどであるとのことで、これはみなさんも納得いた

だけると思います。また、食品ロス削減につながる最も多かった行動として、「賞味期限を正しく理解し、

期限が過ぎてもすぐに捨てずに食べられるかどうか判断している」との回答結果で、全体の約６３％で

した。３月号の広報で、賞味期限と消費期限についてお知らせしていますので、もう一度、確認してみ

てください。食品ロス削減には、一人ひとりの意識と行動がかかせません。引き続き情報発信をして行

きますので、食品ロスを意識した生活習慣を心がけてください。一人ひとりの行動が、町全体では大き

な食品ロス削減、ごみの減量化につながります。

※問い合わせは、環境整備課（クリーンセンター）　☎８３－２３６７
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国民健康保険・後期高齢者医療制度の健康診査の実施

　町では、国民健康保険被保険者で４０歳以上の方、後期高齢者医療保険被保険者の方、若年層（１８

歳から３９歳）の方向けに、健康診査を無料で実施します。

　ご自身の健康状態を把握し、生活習慣病などの予防や改善のために、ぜひ健診を受診しましょう。

【対象者】

　●国民健康保険被保険者で４０歳以上の方

　●後期高齢者医療保険被保険者の方

　●若年層（令和５年４月１日時点で、１８歳から３９歳の方。加入の健康保険は問いません。）

　　＊国民健康保険と後期高齢者医療保険の方の受診券は、対象の方に５月中旬頃にお送りします。

　　＊長期入院中の方や施設に入所されている方は対象外です。

　　＊若年層の方で健診の受診を希望される方は、受診券を発行しますので、ご連絡ください。

【各健診共通事項】（個別健診）

　実施期間：６月１日（木）～１０月３１日（火）＊若年層健康診査は、３月３１日まで実施します。

　実施場所：町内医療機関（奥多摩病院、双葉会診療所、古里診療所）・町外契約医療機関

　実施内容：問診、視診、聴打診、身体測定、血圧測定、尿検査（糖、蛋白）、

　　　　　　循環器検査（ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、中性脂肪）、

　　　　　　肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ）、血糖検査（空腹時血糖、ヘモグロビンＡ１ｃ）

　　　　　　＊医師が必要とする方に対しては、貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値）、

　　　　　　　心電図検査を実施

　費用負担：無料

【留意事項】

＊受診をされる際は、必ず事前に医療機関へご予約ください。

＊期間終了間際になりますと、医療機関の混雑が予想されますので、早めの受診をお勧めします。

＊町の国民健康保険以外の健康保険に加入している４０歳以上の方の健康診査については、ご加入の

　健康保険組合かお勤め先にお問い合わせください。

【集団健診について】

　個別健診を期間内に受けられない方向けに、今年度も集団健診を実施する予定です。

＊詳細は、広報おくたまで改めてお知らせします。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

“ごみを減らす１０アクション”（食品ロス削減への取組）
　４月号の食品ロスに関するお知らせは、“家庭系食品ロスの主な発生要因”と“東京都が２０２０年

１月に行った「食生活と食育に関する世論調査」”のうち、食品ロス削減につながる行動を何かしてい

るかと聞いた質問で、最も多かった回答を紹介します。

　主な発生要因は、買い過ぎや作り過ぎ、食べ残しなどであるとのことで、これはみなさんも納得いた

だけると思います。また、食品ロス削減につながる最も多かった行動として、「賞味期限を正しく理解し、

期限が過ぎてもすぐに捨てずに食べられるかどうか判断している」との回答結果で、全体の約６３％で

した。３月号の広報で、賞味期限と消費期限についてお知らせしていますので、もう一度、確認してみ

てください。食品ロス削減には、一人ひとりの意識と行動がかかせません。引き続き情報発信をして行

きますので、食品ロスを意識した生活習慣を心がけてください。一人ひとりの行動が、町全体では大き

な食品ロス削減、ごみの減量化につながります。

※問い合わせは、環境整備課（クリーンセンター）　☎８３－２３６７
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健
康
診
査
の
実
施

ご
み
減
量
化
の
取
組

国民健康保険・後期高齢者医療制度の健康診査の実施

　町では、国民健康保険被保険者で４０歳以上の方、後期高齢者医療保険被保険者の方、若年層（１８

歳から３９歳）の方向けに、健康診査を無料で実施します。

　ご自身の健康状態を把握し、生活習慣病などの予防や改善のために、ぜひ健診を受診しましょう。

【対象者】

　●国民健康保険被保険者で４０歳以上の方

　●後期高齢者医療保険被保険者の方

　●若年層（令和５年４月１日時点で、１８歳から３９歳の方。加入の健康保険は問いません。）

　　＊国民健康保険と後期高齢者医療保険の方の受診券は、対象の方に５月中旬頃にお送りします。

　　＊長期入院中の方や施設に入所されている方は対象外です。

　　＊若年層の方で健診の受診を希望される方は、受診券を発行しますので、ご連絡ください。

【各健診共通事項】（個別健診）

　実施期間：６月１日（木）～１０月３１日（火）＊若年層健康診査は、３月３１日まで実施します。

　実施場所：町内医療機関（奥多摩病院、双葉会診療所、古里診療所）・町外契約医療機関

　実施内容：問診、視診、聴打診、身体測定、血圧測定、尿検査（糖、蛋白）、

　　　　　　循環器検査（ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、中性脂肪）、

　　　　　　肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ）、血糖検査（空腹時血糖、ヘモグロビンＡ１ｃ）

　　　　　　＊医師が必要とする方に対しては、貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値）、

　　　　　　　心電図検査を実施

　費用負担：無料

【留意事項】

＊受診をされる際は、必ず事前に医療機関へご予約ください。

＊期間終了間際になりますと、医療機関の混雑が予想されますので、早めの受診をお勧めします。

＊町の国民健康保険以外の健康保険に加入している４０歳以上の方の健康診査については、ご加入の

　健康保険組合かお勤め先にお問い合わせください。

【集団健診について】

　個別健診を期間内に受けられない方向けに、今年度も集団健診を実施する予定です。

＊詳細は、広報おくたまで改めてお知らせします。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

“ごみを減らす１０アクション”（食品ロス削減への取組）
　４月号の食品ロスに関するお知らせは、“家庭系食品ロスの主な発生要因”と“東京都が２０２０年

１月に行った「食生活と食育に関する世論調査」”のうち、食品ロス削減につながる行動を何かしてい

るかと聞いた質問で、最も多かった回答を紹介します。

　主な発生要因は、買い過ぎや作り過ぎ、食べ残しなどであるとのことで、これはみなさんも納得いた

だけると思います。また、食品ロス削減につながる最も多かった行動として、「賞味期限を正しく理解し、

期限が過ぎてもすぐに捨てずに食べられるかどうか判断している」との回答結果で、全体の約６３％で

した。３月号の広報で、賞味期限と消費期限についてお知らせしていますので、もう一度、確認してみ

てください。食品ロス削減には、一人ひとりの意識と行動がかかせません。引き続き情報発信をして行

きますので、食品ロスを意識した生活習慣を心がけてください。一人ひとりの行動が、町全体では大き

な食品ロス削減、ごみの減量化につながります。

※問い合わせは、環境整備課（クリーンセンター）　☎８３－２３６７
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さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
年
金
ほ
か

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
国
民
年
金
の
加
入
方
法

国
民
年
金
は
、
誰
も
が
加
入

す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。
基

本
的
に
は
日
本
に
住
む
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。
加
入
者
は
、

職
業
な
ど
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
３

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
手
続
き
が

異
な
り
ま
す
。

〔
第
１
号
被
保
険
者
〕
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
農
業
者
、
自
営

業
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
無

職
の
方
な
ど
。
加
入
手
続
き

は
、
ご
自
身
で
住
所
地
の
市
区

役
所
・
町
村
役
場
の
窓
口
で
行

い
ま
す
。

〔
第
２
号
被
保
険
者
〕
会
社
員

や
公
務
員
な
ど
の
厚
生
年
金
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
。
加

入
手
続
き
は
、
勤
務
先
が
行
い

ま
す
。

〔
第
３
号
被
保
険
者
〕
第
２
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

て
、
年
収
１
３
０
万
円
未
満
の

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者

の
方
。
加
入
手
続
き
は
、
第
２

号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。

＊
会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、

第
２
号
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の

方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
第
３
号

被
保
険
者
は
第
１
号
被
保
険
者

へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

令
和
５
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
、
月
額
１
万
６
５
２
０

円
で
す
。
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付

書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用

し
て
の
納
付
、
そ
し
て
便
利
で

お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま

す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ

る
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が

少
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
は

必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

　
　
　
　
　
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧

令
和
５
年
度

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
に
つ
い
て

◎
「
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧
」

今
年
度
の
土
地
・
家
屋
の
価

格
が
自
由
に
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。こ

の
縦
覧
制
度
に
よ
り
、
期

間
中
に
限
り
納
税
者
の
方
が
所

有
す
る
土
地
・
家
屋
の
価
格
と

町
内
の
他
の
土
地
・
家
屋
の
価

格
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

〔
縦
覧
期
間
〕

５
月
31
日
（
水
）
ま
で

（
た
だ
し
、
閉
庁
日
を
除
く
）

〔
縦
覧
時
間
〕

午
前
８
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
午
後
５
時
15
分

〔
縦
覧
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
縦
覧
で
き
る
方
〕

町
内
に
所
在
す
る
土
地
・
家

屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
納
税

者◎
「
固
定
資
産

　
　
　
　課
税
台
帳
の
閲
覧
」

固
定
資
産
課
税
台
帳
は
、
年

間
を
通
じ
て
閉
庁
日
を
除
く
毎

日
、
閲
覧
で
き
ま
す
。

〔
閲
覧
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
閲
覧
で
き
る
方
と
閲
覧
範
囲
〕

○
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

本
人
が
所
有
し
て
い
る
固
定

資
産

○
借
地
・
借
家
人
の
方

借
地
・
借
家
対
象
の
固
定
資

産
〔
縦
覧
や
閲
覧
の
申
請
に
際
し

て
必
要
な
も
の
〕

・
本
人
の
場
合
…
運
転
免
許
証

な
ど
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

・
代
理
人
の
場
合
…
委
任
状
お

よ
び
代
理
人
の
本
人
確
認
の
で

き
る
も
の

＊
同
居
の
家
族
の
方
で
も
、
納

税
者
本
人
以
外
は
代
理
人
の
場

合
と
同
様
と
な
り
ま
す
。

・
借
地
・
借
家
人
の
場
合
…
賃

貸
借
契
約
書
ま
た
は
そ
の
写

し
、
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

地
域
さ
さ
え
あ
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業

さ
さ
ボ
ラ
（
地
域
さ
さ
え
あ

い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
事
業
は
、

高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
で
外
出

す
る
こ
と
が
困
難
な
方
へ
、
医

療
機
関
の
送
り
迎
え
や
買
い
物

を
援
助
す
る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
事
業
で
す
。

さ
さ
ボ
ラ
を
ご
利
用
し
た
い

方
（
利
用
会
員
）
、
さ
さ
ボ
ラ

に
ご
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
方

（
協
力
会
員
）
は
、
事
前
に
登

録
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

事
業
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り

た
い
方
、
登
録
を
さ
れ
た
い
方

は
、
地
域
さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉

協
議
会
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
町

地
域
さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎
83
‐
３
８
５
５

カ
ッ
ト
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国
民
健
康
保
険
加
入
・

脱
退
の
手
続
き

国民健康保険　加入・脱退などの手続き

　７４歳以下の方で、会社を辞めて職場の健康保険を脱退した方、家族の健康保険の扶養から外れた

方、生活保護が廃止された方は、国民健康保険に加入する手続きが必要になります。

　国民健康保険の加入日は、届け出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって加

入します。保険税も加入日の属する月から課せられます。

　また、以下に該当する方は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。

　　・職場の健康保険（健康保険組合、共済組合、協会けんぽなど）に加入した方

　　・家族の健康保険の扶養に入った方

　　・転出する方

　　・生活保護を受けている方

国民健康保険をやめる手続きをしなかった場合、保険税が継続して課せられてしまいます。

　届け出については、異動日の１４日以内に、手続きに必要な書類を持参のうえ、役場住民課または

子ども家庭支援センター（古里出張所）までお越しください。

届け出の必要なとき 手続きに必要なもの

国
保
に
加
入
す
る
と
き

他の市町村から転入したとき
他の市町村からの転出証明書・身分証明書・マイナン

バーのわかるもの

職場の健康保険を脱退したとき
職場の健康保険をやめた日がわかる証明書・身分証明

書・マイナンバーのわかるもの

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
被扶養者からはずれた日がわかる証明書・身分証明書・

マイナンバーのわかるもの

子どもが生まれたとき 身分証明書（届け出をされる方）・母子手帳

生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書・身分証明書・マイナンバーのわ

かるもの

国
保
を
脱
退
す
る
と
き

他の市町村に転出するとき
国民健康保険被保険者証・身分証明書・マイナンバー

のわかるもの

職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険被保険者証と職場の健康保険証の両方

（後者が未交付のときは加入したことを証明するもの）・

身分証明書・マイナンバーのわかるもの職場の健康保険の被扶養者になったとき

被保険者の方が死亡したとき 国民健康保険被保険者証

生活保護を受けるようになったとき
国民健康保険被保険者証・保護開始決定通知書・身分

証明書・マイナンバーのわかるもの

そ
の
他

町のなかで住所が変わったとき（転居）

国民健康保険被保険者証・身分証明書・マイナンバー

のわかるもの
世帯主や氏名が変わったとき

世帯がわかれたり、いっしょになったとき

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２
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国
民
健
康
保
険
加
入
・

脱
退
の
手
続
き

国民健康保険　加入・脱退などの手続き

　７４歳以下の方で、会社を辞めて職場の健康保険を脱退した方、家族の健康保険の扶養から外れた

方、生活保護が廃止された方は、国民健康保険に加入する手続きが必要になります。

　国民健康保険の加入日は、届け出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって加

入します。保険税も加入日の属する月から課せられます。

　また、以下に該当する方は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。

　　・職場の健康保険（健康保険組合、共済組合、協会けんぽなど）に加入した方

　　・家族の健康保険の扶養に入った方

　　・転出する方

　　・生活保護を受けている方

国民健康保険をやめる手続きをしなかった場合、保険税が継続して課せられてしまいます。

　届け出については、異動日の１４日以内に、手続きに必要な書類を持参のうえ、役場住民課または

子ども家庭支援センター（古里出張所）までお越しください。

届け出の必要なとき 手続きに必要なもの

国
保
に
加
入
す
る
と
き

他の市町村から転入したとき
他の市町村からの転出証明書・身分証明書・マイナン

バーのわかるもの

職場の健康保険を脱退したとき
職場の健康保険をやめた日がわかる証明書・身分証明

書・マイナンバーのわかるもの

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
被扶養者からはずれた日がわかる証明書・身分証明書・

マイナンバーのわかるもの

子どもが生まれたとき 身分証明書（届け出をされる方）・母子手帳

生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書・身分証明書・マイナンバーのわ

かるもの

国
保
を
脱
退
す
る
と
き

他の市町村に転出するとき
国民健康保険被保険者証・身分証明書・マイナンバー

のわかるもの

職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険被保険者証と職場の健康保険証の両方

（後者が未交付のときは加入したことを証明するもの）・

身分証明書・マイナンバーのわかるもの職場の健康保険の被扶養者になったとき

被保険者の方が死亡したとき 国民健康保険被保険者証

生活保護を受けるようになったとき
国民健康保険被保険者証・保護開始決定通知書・身分

証明書・マイナンバーのわかるもの

そ
の
他

町のなかで住所が変わったとき（転居）

国民健康保険被保険者証・身分証明書・マイナンバー

のわかるもの
世帯主や氏名が変わったとき

世帯がわかれたり、いっしょになったとき

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２
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さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
年
金
ほ
か

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
国
民
年
金
の
加
入
方
法

国
民
年
金
は
、
誰
も
が
加
入

す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。
基

本
的
に
は
日
本
に
住
む
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。
加
入
者
は
、

職
業
な
ど
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
３

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
手
続
き
が

異
な
り
ま
す
。

〔
第
１
号
被
保
険
者
〕
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
農
業
者
、
自
営

業
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
無

職
の
方
な
ど
。
加
入
手
続
き

は
、
ご
自
身
で
住
所
地
の
市
区

役
所
・
町
村
役
場
の
窓
口
で
行

い
ま
す
。

〔
第
２
号
被
保
険
者
〕
会
社
員

や
公
務
員
な
ど
の
厚
生
年
金
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
。
加

入
手
続
き
は
、
勤
務
先
が
行
い

ま
す
。

〔
第
３
号
被
保
険
者
〕
第
２
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

て
、
年
収
１
３
０
万
円
未
満
の

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者

の
方
。
加
入
手
続
き
は
、
第
２

号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。

＊
会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、

第
２
号
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の

方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
第
３
号

被
保
険
者
は
第
１
号
被
保
険
者

へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

令
和
５
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
、
月
額
１
万
６
５
２
０

円
で
す
。
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付

書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用

し
て
の
納
付
、
そ
し
て
便
利
で

お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま

す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ

る
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が

少
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
は

必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

　
　
　
　
　
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧

令
和
５
年
度

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
に
つ
い
て

◎
「
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧
」

今
年
度
の
土
地
・
家
屋
の
価

格
が
自
由
に
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。こ

の
縦
覧
制
度
に
よ
り
、
期

間
中
に
限
り
納
税
者
の
方
が
所

有
す
る
土
地
・
家
屋
の
価
格
と

町
内
の
他
の
土
地
・
家
屋
の
価

格
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

〔
縦
覧
期
間
〕

５
月
31
日
（
水
）
ま
で

（
た
だ
し
、
閉
庁
日
を
除
く
）

〔
縦
覧
時
間
〕

午
前
８
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
午
後
５
時
15
分

〔
縦
覧
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
縦
覧
で
き
る
方
〕

町
内
に
所
在
す
る
土
地
・
家

屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
納
税

者◎
「
固
定
資
産

　
　
　
　課
税
台
帳
の
閲
覧
」

固
定
資
産
課
税
台
帳
は
、
年

間
を
通
じ
て
閉
庁
日
を
除
く
毎

日
、
閲
覧
で
き
ま
す
。

〔
閲
覧
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
閲
覧
で
き
る
方
と
閲
覧
範
囲
〕

○
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

本
人
が
所
有
し
て
い
る
固
定

資
産

○
借
地
・
借
家
人
の
方

借
地
・
借
家
対
象
の
固
定
資

産
〔
縦
覧
や
閲
覧
の
申
請
に
際
し

て
必
要
な
も
の
〕

・
本
人
の
場
合
…
運
転
免
許
証

な
ど
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

・
代
理
人
の
場
合
…
委
任
状
お

よ
び
代
理
人
の
本
人
確
認
の
で

き
る
も
の

＊
同
居
の
家
族
の
方
で
も
、
納

税
者
本
人
以
外
は
代
理
人
の
場

合
と
同
様
と
な
り
ま
す
。

・
借
地
・
借
家
人
の
場
合
…
賃

貸
借
契
約
書
ま
た
は
そ
の
写

し
、
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

地
域
さ
さ
え
あ
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業

さ
さ
ボ
ラ
（
地
域
さ
さ
え
あ

い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
事
業
は
、

高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
で
外
出

す
る
こ
と
が
困
難
な
方
へ
、
医

療
機
関
の
送
り
迎
え
や
買
い
物

を
援
助
す
る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
事
業
で
す
。

さ
さ
ボ
ラ
を
ご
利
用
し
た
い

方
（
利
用
会
員
）
、
さ
さ
ボ
ラ

に
ご
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
方

（
協
力
会
員
）
は
、
事
前
に
登

録
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

事
業
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り

た
い
方
、
登
録
を
さ
れ
た
い
方

は
、
地
域
さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉

協
議
会
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
町

地
域
さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎
83
‐
３
８
５
５
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ッ
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さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
年
金
ほ
か

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
国
民
年
金
の
加
入
方
法

国
民
年
金
は
、
誰
も
が
加
入

す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。
基

本
的
に
は
日
本
に
住
む
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。
加
入
者
は
、

職
業
な
ど
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
３

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
手
続
き
が

異
な
り
ま
す
。

〔
第
１
号
被
保
険
者
〕
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
農
業
者
、
自
営

業
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
無

職
の
方
な
ど
。
加
入
手
続
き

は
、
ご
自
身
で
住
所
地
の
市
区

役
所
・
町
村
役
場
の
窓
口
で
行

い
ま
す
。

〔
第
２
号
被
保
険
者
〕
会
社
員

や
公
務
員
な
ど
の
厚
生
年
金
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
。
加

入
手
続
き
は
、
勤
務
先
が
行
い

ま
す
。

〔
第
３
号
被
保
険
者
〕
第
２
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

て
、
年
収
１
３
０
万
円
未
満
の

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者

の
方
。
加
入
手
続
き
は
、
第
２

号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。

＊
会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、

第
２
号
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の

方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
第
３
号

被
保
険
者
は
第
１
号
被
保
険
者

へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

令
和
５
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
、
月
額
１
万
６
５
２
０

円
で
す
。
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付

書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用

し
て
の
納
付
、
そ
し
て
便
利
で

お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま

す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ

る
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が

少
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
は

必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

　
　
　
　
　
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧

令
和
５
年
度

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
に
つ
い
て

◎
「
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧
」

今
年
度
の
土
地
・
家
屋
の
価

格
が
自
由
に
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。こ

の
縦
覧
制
度
に
よ
り
、
期

間
中
に
限
り
納
税
者
の
方
が
所

有
す
る
土
地
・
家
屋
の
価
格
と

町
内
の
他
の
土
地
・
家
屋
の
価

格
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

〔
縦
覧
期
間
〕

５
月
31
日
（
水
）
ま
で

（
た
だ
し
、
閉
庁
日
を
除
く
）

〔
縦
覧
時
間
〕

午
前
８
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
午
後
５
時
15
分

〔
縦
覧
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
縦
覧
で
き
る
方
〕

町
内
に
所
在
す
る
土
地
・
家

屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
納
税

者◎
「
固
定
資
産

　
　
　
　課
税
台
帳
の
閲
覧
」

固
定
資
産
課
税
台
帳
は
、
年

間
を
通
じ
て
閉
庁
日
を
除
く
毎

日
、
閲
覧
で
き
ま
す
。

〔
閲
覧
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
閲
覧
で
き
る
方
と
閲
覧
範
囲
〕

○
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

本
人
が
所
有
し
て
い
る
固
定

資
産

○
借
地
・
借
家
人
の
方

借
地
・
借
家
対
象
の
固
定
資

産
〔
縦
覧
や
閲
覧
の
申
請
に
際
し

て
必
要
な
も
の
〕

・
本
人
の
場
合
…
運
転
免
許
証

な
ど
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

・
代
理
人
の
場
合
…
委
任
状
お

よ
び
代
理
人
の
本
人
確
認
の
で

き
る
も
の

＊
同
居
の
家
族
の
方
で
も
、
納

税
者
本
人
以
外
は
代
理
人
の
場

合
と
同
様
と
な
り
ま
す
。

・
借
地
・
借
家
人
の
場
合
…
賃

貸
借
契
約
書
ま
た
は
そ
の
写

し
、
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

地
域
さ
さ
え
あ
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業

さ
さ
ボ
ラ
（
地
域
さ
さ
え
あ

い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
事
業
は
、

高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
で
外
出

す
る
こ
と
が
困
難
な
方
へ
、
医

療
機
関
の
送
り
迎
え
や
買
い
物

を
援
助
す
る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
事
業
で
す
。

さ
さ
ボ
ラ
を
ご
利
用
し
た
い

方
（
利
用
会
員
）
、
さ
さ
ボ
ラ

に
ご
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
方

（
協
力
会
員
）
は
、
事
前
に
登

録
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

事
業
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り

た
い
方
、
登
録
を
さ
れ
た
い
方

は
、
地
域
さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉

協
議
会
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
町

地
域
さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎
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‐
３
８
５
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さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
年
金
ほ
か

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
国
民
年
金
の
加
入
方
法

国
民
年
金
は
、
誰
も
が
加
入

す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。
基

本
的
に
は
日
本
に
住
む
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。
加
入
者
は
、

職
業
な
ど
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
３

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
手
続
き
が

異
な
り
ま
す
。

〔
第
１
号
被
保
険
者
〕
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
農
業
者
、
自
営

業
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
無

職
の
方
な
ど
。
加
入
手
続
き

は
、
ご
自
身
で
住
所
地
の
市
区

役
所
・
町
村
役
場
の
窓
口
で
行

い
ま
す
。

〔
第
２
号
被
保
険
者
〕
会
社
員

や
公
務
員
な
ど
の
厚
生
年
金
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
。
加

入
手
続
き
は
、
勤
務
先
が
行
い

ま
す
。

〔
第
３
号
被
保
険
者
〕
第
２
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

て
、
年
収
１
３
０
万
円
未
満
の

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者

の
方
。
加
入
手
続
き
は
、
第
２

号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。

＊
会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、

第
２
号
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の

方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
第
３
号

被
保
険
者
は
第
１
号
被
保
険
者

へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

令
和
５
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
、
月
額
１
万
６
５
２
０

円
で
す
。
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付

書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用

し
て
の
納
付
、
そ
し
て
便
利
で

お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま

す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ

る
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が

少
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
は

必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

　
　
　
　
　
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧

令
和
５
年
度

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
に
つ
い
て

◎
「
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧
」

今
年
度
の
土
地
・
家
屋
の
価

格
が
自
由
に
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。こ

の
縦
覧
制
度
に
よ
り
、
期

間
中
に
限
り
納
税
者
の
方
が
所

有
す
る
土
地
・
家
屋
の
価
格
と

町
内
の
他
の
土
地
・
家
屋
の
価

格
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

〔
縦
覧
期
間
〕

５
月
31
日
（
水
）
ま
で

（
た
だ
し
、
閉
庁
日
を
除
く
）

〔
縦
覧
時
間
〕

午
前
８
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
午
後
５
時
15
分

〔
縦
覧
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
縦
覧
で
き
る
方
〕

町
内
に
所
在
す
る
土
地
・
家

屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
納
税

者◎
「
固
定
資
産

　
　
　
　課
税
台
帳
の
閲
覧
」

固
定
資
産
課
税
台
帳
は
、
年

間
を
通
じ
て
閉
庁
日
を
除
く
毎

日
、
閲
覧
で
き
ま
す
。

〔
閲
覧
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
閲
覧
で
き
る
方
と
閲
覧
範
囲
〕

○
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

本
人
が
所
有
し
て
い
る
固
定

資
産

○
借
地
・
借
家
人
の
方

借
地
・
借
家
対
象
の
固
定
資

産
〔
縦
覧
や
閲
覧
の
申
請
に
際
し

て
必
要
な
も
の
〕

・
本
人
の
場
合
…
運
転
免
許
証

な
ど
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

・
代
理
人
の
場
合
…
委
任
状
お

よ
び
代
理
人
の
本
人
確
認
の
で

き
る
も
の

＊
同
居
の
家
族
の
方
で
も
、
納

税
者
本
人
以
外
は
代
理
人
の
場

合
と
同
様
と
な
り
ま
す
。

・
借
地
・
借
家
人
の
場
合
…
賃

貸
借
契
約
書
ま
た
は
そ
の
写

し
、
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　☎
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９
０

地
域
さ
さ
え
あ
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業

さ
さ
ボ
ラ
（
地
域
さ
さ
え
あ

い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
事
業
は
、

高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
で
外
出

す
る
こ
と
が
困
難
な
方
へ
、
医

療
機
関
の
送
り
迎
え
や
買
い
物

を
援
助
す
る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
事
業
で
す
。

さ
さ
ボ
ラ
を
ご
利
用
し
た
い

方
（
利
用
会
員
）
、
さ
さ
ボ
ラ

に
ご
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
方

（
協
力
会
員
）
は
、
事
前
に
登

録
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

事
業
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り

た
い
方
、
登
録
を
さ
れ
た
い
方

は
、
地
域
さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉

協
議
会
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
町

地
域
さ
さ
え
あ
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎
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‐
３
８
５
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個
人
情
報
保
護
制
度

情
報
公
開
制
度 　個人情報保護制度とは、個人情報に関する町民の権利（自己の個人情報に限り、開示・訂正、利用

停止を請求する権利など）を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを定め、個人のプライバシー

を保護することを目的とした制度です。

　この制度は、これまで、町の条例などにより運用されていましたが、国において、デジタル社会の

形成に関する施策を実施するための適正な個人情報の取扱いを定めるため、個人情報の保護に関する

法律が改正され、令和５年４月からは、全国的な共通ルール（個人情報の取扱いや罰則など）に基づ

いて運用されます。

　町では法令に基づき、これまでと同様に、個人情報に関する町民の権利を保護し、個人情報の適正

な取扱いに努めてまいります。

〇個人情報の開示請求の手数料について

　手数料は無料です。ただし、印刷や郵送にかかる費用は、請求者の実費負担となります。

　また、他の制度（住民票や戸籍謄本の発行など）にかかる手数料の運用については変更ありません。

※問い合わせは、国の個人情報保護委員会　☎０３－６４５７－９８４９、町総務課 ☎８３－２３４５　 

個人情報保護制度について

　情報公開制度とは、町民の知る権利および情報の公開を求める権利を保障することにより、公正

で透明な町政を推進することを目的とする制度です。

　公開する町政情報は、町の実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィ

ルムおよび電磁的記録などで決裁などの手続が完了し、当該実施機関が管理しているものです。

　ただし、公報や書籍など、広く周知されているもの、法令などで禁止されているもの、個人情報

が含まれるものは除きます。

〇情報の公開請求にかかる手数料について

　手数料は無料です。ただし、印刷や郵送にかかる費用は、請求者の実費負担となります。

※手続などお問い合わせは、総務課　☎８３－２３４５または町ホームページをご覧ください。　

情報公開制度について

　・この臨時窓口では、マイナンバーカードの申請は受付できませんのでご注意ください。

　・マイナポイント第２弾は、令和５年２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。

　・マイナンバーカードの有効期間は、発行日から１０回目の誕生日（未成年者は５回目）まで、電子証明書

　　の有効期間は、年齢問わず発行日から５回目の誕生日までです。

　・マイナンバーカード申請・受領、電子証明書の発行は事前予約制となりますので、詳しくは、役場

　　住民課（☎８３－２１８２）までお問い合わせください。

　・対象となるキャッシュレス決済サービスについては、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０

　　－９５－０１７８）などでご確認ください。

　・キャッシュレス決済サービスにより、事業者が指定する事前登録手続きが必要なものがあります。

　　マイナンバー総合フリーダイヤルやキャッシュレス決済サービス事業者にご確認ください。

　　（例：Ｓｕｉｃａ、イオンカード、セゾンカードなど）

　・マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください。

＊マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

　総務省ホームページ　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９
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マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
込

支
援
臨
時
窓
口

マイナポイント申込支援臨時窓口開設

　マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、消費活性化を目

的として、キャッシュレス決済サービス（クレジットカード、電子マネー、

【会場・開催日】

会　　場 開　催　日

 役場（地下 1階会議室）
 4 月 17 日（月）・5月 1日（月）・5月 15 日（月）

 5 月 22 日（月）・5月 29 日（月）

 文化会館（１階会議室）
 4 月 12 日（水）・4月 26 日（水）・5月 10 日（水）

 5 月 24 日（水）・5月 30 日（火）

※マイナポイント申込期限は５月末までとなりますが、ポイントを確実に受け取れるよう余裕をもって     

  お早めにお申し込みください。

【受付時間】　午前９時１５分～正午・午後１時～４時

　　　　　　＊申込手続きには２０分程度かかります。

　　　　　　＊予約制ではありませんので、混雑状況でお待ちいただくことがあります。

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをする、キャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよび

　　セキュリティコード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のア

　　プリが入ったスマートフォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【支援の内容】

　マイナポイント支援窓口の端末またはご自身のスマートフォンなどを利用して、以下の手続きの

お手伝いをします（基本的に端末などの操作はご自身で行っていただき、必要に応じて入力操作の

サポートをします）。

　①マイナポイントの申し込み

　②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

　③公金受取口座の登録

＊支援窓口は、町が委託した事業者（㈱エイチ・アイ・エス）が運営しています。

【その他・注意事項】

　・申込期限が近くなってからお申し込みをされた場合、必要なものなどに不備があったり、ポイントを

　　受けるために必要な条件を満たせず、ポイントを受け取れないといったことが生じる恐れがあります

　　ので、余裕をもってお早めにお申し込みください。

ＱＲコードなど）で利用可能なポイントが付与される国の事業です。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不

安がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いを

する臨時窓口を設置しています。

《次ページへ続く》
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マイナポイント申込支援臨時窓口開設

　マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、消費活性化を目

的として、キャッシュレス決済サービス（クレジットカード、電子マネー、

【会場・開催日】

会　　場 開　催　日

 役場（地下 1階会議室）
 4 月 17 日（月）・5月 1日（月）・5月 15 日（月）

 5 月 22 日（月）・5月 29 日（月）

 文化会館（１階会議室）
 4 月 12 日（水）・4月 26 日（水）・5月 10 日（水）

 5 月 24 日（水）・5月 30 日（火）

※マイナポイント申込期限は５月末までとなりますが、ポイントを確実に受け取れるよう余裕をもって     

  お早めにお申し込みください。

【受付時間】　午前９時１５分～正午・午後１時～４時

　　　　　　＊申込手続きには２０分程度かかります。

　　　　　　＊予約制ではありませんので、混雑状況でお待ちいただくことがあります。

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをする、キャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよび

　　セキュリティコード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のア

　　プリが入ったスマートフォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【支援の内容】

　マイナポイント支援窓口の端末またはご自身のスマートフォンなどを利用して、以下の手続きの

お手伝いをします（基本的に端末などの操作はご自身で行っていただき、必要に応じて入力操作の

サポートをします）。

　①マイナポイントの申し込み

　②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

　③公金受取口座の登録

＊支援窓口は、町が委託した事業者（㈱エイチ・アイ・エス）が運営しています。

【その他・注意事項】

　・申込期限が近くなってからお申し込みをされた場合、必要なものなどに不備があったり、ポイントを

　　受けるために必要な条件を満たせず、ポイントを受け取れないといったことが生じる恐れがあります

　　ので、余裕をもってお早めにお申し込みください。

ＱＲコードなど）で利用可能なポイントが付与される国の事業です。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不

安がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いを

する臨時窓口を設置しています。
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　　受けるために必要な条件を満たせず、ポイントを受け取れないといったことが生じる恐れがあります

　　ので、余裕をもってお早めにお申し込みください。

ＱＲコードなど）で利用可能なポイントが付与される国の事業です。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不

安がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いを
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　　受けるために必要な条件を満たせず、ポイントを受け取れないといったことが生じる恐れがあります

　　ので、余裕をもってお早めにお申し込みください。

ＱＲコードなど）で利用可能なポイントが付与される国の事業です。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不

安がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いを

する臨時窓口を設置しています。

《次ページへ続く》
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

個
人
情
報
保
護
制
度

情
報
公
開
制
度 　個人情報保護制度とは、個人情報に関する町民の権利（自己の個人情報に限り、開示・訂正、利用

停止を請求する権利など）を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを定め、個人のプライバシー

を保護することを目的とした制度です。

　この制度は、これまで、町の条例などにより運用されていましたが、国において、デジタル社会の

形成に関する施策を実施するための適正な個人情報の取扱いを定めるため、個人情報の保護に関する

法律が改正され、令和５年４月からは、全国的な共通ルール（個人情報の取扱いや罰則など）に基づ

いて運用されます。

　町では法令に基づき、これまでと同様に、個人情報に関する町民の権利を保護し、個人情報の適正

な取扱いに努めてまいります。

〇個人情報の開示請求の手数料について

　手数料は無料です。ただし、印刷や郵送にかかる費用は、請求者の実費負担となります。

　また、他の制度（住民票や戸籍謄本の発行など）にかかる手数料の運用については変更ありません。

※問い合わせは、国の個人情報保護委員会　☎０３－６４５７－９８４９、町総務課 ☎８３－２３４５　 

個人情報保護制度について

　情報公開制度とは、町民の知る権利および情報の公開を求める権利を保障することにより、公正

で透明な町政を推進することを目的とする制度です。

　公開する町政情報は、町の実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィ

ルムおよび電磁的記録などで決裁などの手続が完了し、当該実施機関が管理しているものです。

　ただし、公報や書籍など、広く周知されているもの、法令などで禁止されているもの、個人情報

が含まれるものは除きます。

〇情報の公開請求にかかる手数料について

　手数料は無料です。ただし、印刷や郵送にかかる費用は、請求者の実費負担となります。

※手続などお問い合わせは、総務課　☎８３－２３４５または町ホームページをご覧ください。　

情報公開制度について

　・この臨時窓口では、マイナンバーカードの申請は受付できませんのでご注意ください。

　・マイナポイント第２弾は、令和５年２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。

　・マイナンバーカードの有効期間は、発行日から１０回目の誕生日（未成年者は５回目）まで、電子証明書

　　の有効期間は、年齢問わず発行日から５回目の誕生日までです。

　・マイナンバーカード申請・受領、電子証明書の発行は事前予約制となりますので、詳しくは、役場

　　住民課（☎８３－２１８２）までお問い合わせください。

　・対象となるキャッシュレス決済サービスについては、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０

　　－９５－０１７８）などでご確認ください。

　・キャッシュレス決済サービスにより、事業者が指定する事前登録手続きが必要なものがあります。

　　マイナンバー総合フリーダイヤルやキャッシュレス決済サービス事業者にご確認ください。

　　（例：Ｓｕｉｃａ、イオンカード、セゾンカードなど）

　・マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください。

＊マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

　総務省ホームページ　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９
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4 月 15 日～ 30 日 カレンダー 町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設イベントは町外からも来場可能

１５・土

１６・日

１７・月 　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 8 ㌻

１８・火
元気アップおくたま事業 (10:00 ～川井生活館 : 健康講話 )→16 ㌻

■ウエルカムランチ (11:30 ～古里保育園 : 見学・給食試食 ) → 15 ㌻・先着順
　元気アップおくたま事業 (13:30 ～大丹波会館 : 健康講話 )→16 ㌻

１９・水 ■高次脳機能障害相談 (9:30 ～保健福祉センター ) → 10 ㌻・前日〆
■ウエルカムランチ (11:30 ～氷川保育園 : 見学・給食試食 ) → 15 ㌻・先着順

２０・木
ヘルシー体操 (10:00 ～文化会館 )
だれでもカフェ奥多摩 (10:30 ～福祉会館 ) → 10 ㌻

■心理・発達相談 (10:30 ～きこりん・徳井臨床心理士 ) → 10 ㌻・前日〆

２１・金 ■元気アップおくたま事業 (11:00 ～境生活館 : 調理実習 )→ 16㌻・4/14〆

２２・土

２３・日

２４・月

２５・火 元気アップおくたま事業 (10:00 ～福祉会館 : 健康講話 )→16 ㌻

２６・水
　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～文化会館 ) → 8 ㌻
■高次脳機能障害相談 (9:30 ～保健福祉センター ) → 10 ㌻・前日〆
　１歳６か月児健診・３歳児健診 (13:00 ～・13:10 ～保健福祉センター ) →１３㌻

２７・木 　ヘルシー体操 (10:00 ～福祉会館 )

２８・金 ■食育講習会 (10:00 ～文化会館 ) → 16 ㌻・ ４/ ２１〆
■心理・発達相談 (10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士 ) → 10 ㌻・前日〆

２９・土 ■在宅障害者自立生活サポート事業 (9:30 ～保健福祉センター ) → 15 ㌻・４/1 ９〆

３０・日

胃・肺・大腸がん検診の申込受付について

〔受付期間〕４月１１日（火）から２５日（火）まで

〔対 象 者〕 満３０歳以上で町内に住所を有する方

＊受診を希望される方は早めにお申し込みください。

＊胃・肺がん検診のみのお申し込みも出来ます。

検 診 日 会  場 定 員

５月２０日（土） 文化会館 ８０名

　　２１日（日） 福祉会館 ８０名

　　２２日（月） 旧小河内出張所 ４０名
＊大腸がん検診だけの受診はできません。

　大腸がん検診単体での受診を希望される場合は、健康診査と併せて町内および町外の契約医療機関で

　受診してください。また、どちらも検診内容は同じですので、重複して受診しないようにご注意くだ

　さい。

○受診できない方

・胃や十二指腸の手術を受けた方／・現在、胃や十二指腸の病気で治療中または経過観察中の方

・妊娠している方または妊娠の疑いのある方／・自力での安定した立位の保持および歩行のできない方

・麻痺などで、手足にしっかり力が入らない方／・めまいなどがあり転倒のおそれのある方

・バリウムを誤嚥したことのある方

※申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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ら
の
相

談
も
で
き
ま
す
。

電
話
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
。

誰
に
話
し
た
ら
い
い
の
か
、

ど
こ
に
相
談
し
た
ら
い
い
の

か
、
心
配
ご
と
や
悩
み
を
抱
え

て
い
る
方
、
ま
ず
は
一
度
お
電

話
を
く
だ
さ
い
。

＊
常
時
相
談
員
に
よ
る
相
談
も

行
っ
て
い
ま
す
。

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
、

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　☎
85-

２
６
１
１

高
次
脳
機
能
障
害
は
、
事
故

や
病
気
を
き
っ
か
け
に
起
こ
る

脳
の
障
害
で
す
。

新
し
い
こ
と
が
覚
え
に
く

い
。
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

難
し
い
。
同
じ
ミ
ス
を
繰
り
返

す
、
家
事
や
仕
事
を
上
手
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ

各

種

相

談

【
人
権
身
の
上
・

 
 
 
 
 

行
政
相
談
】

〔
日
時
〕
４
月
13
日
（
木
）

　
　
　

５
月
11
日
（
木
）

両
日
と
も
午
後
１
時
～
４
時

〔
会
場
〕福
祉
会
館
２
階
会
議
室

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

【
高
次
脳
機
能

　
　
障
害
の
相
談
】

【
保
健
師
・
管
理
栄
養
士

に
よ
る
相
談
】

健
康
の
こ
と
・
育
児
の
こ

と
・
栄
養
の
こ
と
な
ど
で
お

悩
み
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
、
問
題
解
決
に
向
け
て

一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
家
庭
訪
問
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
町
施

設
で
相
談
に
対
応
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

随
時
受
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
、
お
気
軽
に
お

電
話
く
だ
さ
い
。

【
相
続
・
成
年
後
見
相
談
】

（
司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
）

〔
日
時
〕
５
月
27
日
（
土
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

〔
会
場
〕福
祉
会
館
２
階
会
議
室

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

※
こ
こ
ま
で
の
相
談
の

申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
、

福
祉
保
健
課
☎
83
‐
２
７
７
７

各
種
相
談

た
症
状
が
現
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
病
状
が
落
ち
着

き
家
庭
に
戻
っ
て
か
ら
表
面
化

し
ま
す
。「
も
し
か
し
た
ら
高

次
脳
機
能
障
害
で
は
？
」
と
不

安
に
感
じ
る
本
人
や
家
族
の
方

か
ら
の
相
談
日
を
設
け
て
い
ま

す
。
相
談
は
、
電
話
、
面
接
、

家
庭
訪
問
に
て
対
応
し
ま
す
。

来
所
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前

に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

町と「見守り協定」を締結しているコープみらいでは「だれでもカフェ奥多摩」を開催し
ます。午前中のひと時、おしゃべりをしながら簡単な工作などを一緒に楽しみませんか？
今回は紙工作の『ペーパークイリング』を作ります。
当日はコープみらいのスタッフ数名が会場で皆さまの来場をお待ちしています。

【日時】 ４月２０日（木） １０：３０～１２：００

【会場】 奥多摩町福祉会館 ２階 会議室

【参加費】 無料 【定員】 １０名

【申込不要】 直接会場へお越しください。

【問い合わせ】 コープみらい東京都本部 参加とネットワーク推進部

☏ ０３ ３３８２ ５６６５ （９時～１７時 土日祝日休み

※この活動は、コープの子育て・高齢者支援事業の一つで、地域の居場所づくりを目的としており、営利を
目的としているものではありません。 ※状況で中止になる場合があります。

※この事業は奥多摩町地域包括支援センターが協力しています。（ ☎ ８３ ８５５５）
※感染予防のため当日の検温とマスク着用をお願いします。※体調がすぐれない方は来場をお控えください

紙工作の
「ペーパークイリング」
を一緒に作りましょう！

写真はイメージです
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心
理
・
発
達
相
談
】

〔
日
時
〕
４
月
６
日
（
木
）

　
　
　

４
月
20
日
（
木
）

　
　
　

４
月
28
日
（
金
）

午
前
10
時
30
分
～
午
後
３
時
30

分
（
予
約
制
）
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を
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町と「見守り協定」を締結しているコープみらいでは「だれでもカフェ奥多摩」を開催し
ます。午前中のひと時、おしゃべりをしながら簡単な工作などを一緒に楽しみませんか？
今回は紙工作の『ペーパークイリング』を作ります。
当日はコープみらいのスタッフ数名が会場で皆さまの来場をお待ちしています。

【日時】 ４月２０日（木） １０：３０～１２：００

【会場】 奥多摩町福祉会館 ２階 会議室

【参加費】 無料 【定員】 １０名

【申込不要】 直接会場へお越しください。

【問い合わせ】 コープみらい東京都本部 参加とネットワーク推進部

☏ ０３ ３３８２ ５６６５ （９時～１７時 土日祝日休み

※この活動は、コープの子育て・高齢者支援事業の一つで、地域の居場所づくりを目的としており、営利を
目的としているものではありません。 ※状況で中止になる場合があります。

※この事業は奥多摩町地域包括支援センターが協力しています。（ ☎ ８３ ８５５５）
※感染予防のため当日の検温とマスク着用をお願いします。※体調がすぐれない方は来場をお控えください

紙工作の
「ペーパークイリング」
を一緒に作りましょう！

写真はイメージです
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

4 月 15 日～ 30 日 カレンダー 町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設イベントは町外からも来場可能

１５・土

１６・日

１７・月 　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 8 ㌻

１８・火
元気アップおくたま事業 (10:00 ～川井生活館 : 健康講話 )→16 ㌻

■ウエルカムランチ (11:30 ～古里保育園 : 見学・給食試食 ) → 15 ㌻・先着順
　元気アップおくたま事業 (13:30 ～大丹波会館 : 健康講話 )→16 ㌻

１９・水 ■高次脳機能障害相談 (9:30 ～保健福祉センター ) → 10 ㌻・前日〆
■ウエルカムランチ (11:30 ～氷川保育園 : 見学・給食試食 ) → 15 ㌻・先着順

２０・木
ヘルシー体操 (10:00 ～文化会館 )
だれでもカフェ奥多摩 (10:30 ～福祉会館 ) → 10 ㌻

■心理・発達相談 (10:30 ～きこりん・徳井臨床心理士 ) → 10 ㌻・前日〆

２１・金 ■元気アップおくたま事業 (11:00 ～境生活館 : 調理実習 )→ 16㌻・4/14〆

２２・土

２３・日

２４・月

２５・火 元気アップおくたま事業 (10:00 ～福祉会館 : 健康講話 )→16 ㌻

２６・水
　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～文化会館 ) → 8 ㌻
■高次脳機能障害相談 (9:30 ～保健福祉センター ) → 10 ㌻・前日〆
　１歳６か月児健診・３歳児健診 (13:00 ～・13:10 ～保健福祉センター ) →１３㌻

２７・木 　ヘルシー体操 (10:00 ～福祉会館 )

２８・金 ■食育講習会 (10:00 ～文化会館 ) → 16 ㌻・ ４/ ２１〆
■心理・発達相談 (10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士 ) → 10 ㌻・前日〆

２９・土 ■在宅障害者自立生活サポート事業 (9:30 ～保健福祉センター ) → 15 ㌻・４/1 ９〆

３０・日

胃・肺・大腸がん検診の申込受付について

〔受付期間〕４月１１日（火）から２５日（火）まで

〔対 象 者〕 満３０歳以上で町内に住所を有する方

＊受診を希望される方は早めにお申し込みください。

＊胃・肺がん検診のみのお申し込みも出来ます。

検 診 日 会  場 定 員

５月２０日（土） 文化会館 ８０名

　　２１日（日） 福祉会館 ８０名

　　２２日（月） 旧小河内出張所 ４０名
＊大腸がん検診だけの受診はできません。

　大腸がん検診単体での受診を希望される場合は、健康診査と併せて町内および町外の契約医療機関で

　受診してください。また、どちらも検診内容は同じですので、重複して受診しないようにご注意くだ

　さい。

○受診できない方

・胃や十二指腸の手術を受けた方／・現在、胃や十二指腸の病気で治療中または経過観察中の方

・妊娠している方または妊娠の疑いのある方／・自力での安定した立位の保持および歩行のできない方

・麻痺などで、手足にしっかり力が入らない方／・めまいなどがあり転倒のおそれのある方

・バリウムを誤嚥したことのある方

※申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

麻しん・風しん予防接種について

～小学校入学前の幼児（令和６年４月に１年生）　　

　　　　のお子さんの保護者のみなさんへ～

　はしか（麻しん）は感染力が大変強い感染症です。

感染を予防するには、ワクチン接種が有効と言われて

います。

　令和５年度に上記予防接種対象の方は、公費負担で

の接種期間は令和６年３月３１日までとなります。

二種混合ワクチンの接種について

　　～小学校６年生のお子さんの

　　　　　　　保護者のみなさんへ～

　二種混合（ジフテリア・破傷風）の予防接

種を実施しています。

　令和５年度に上記予防接種対象の方は、公

費負担での接種期間は令和６年３月３１日ま

でとなります。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク

募
集
ほ
か

文化会館ギャラリーについて
　教育委員会では、町内にお住まいの方や町内で活

動している団体が制作した作品を発表・展示し、町

民の方に気軽に美術鑑賞などを楽しんでもらい、文

化活動を推進し生涯学習の充実を図るため、文化会

館１階、２階のホールにギャラリーを設置していま

す。展示を希望される方は、事前に利用希望日が空

いているかをお問い合わせください。利用希望日の

３か月前から１か月前までに、利用申請書を文化会

館に提出してください。

　展示期間は１か月以内で、作品の展示や撤去は利

用者に行ってもらいます。

※問い合わせは、文化会館　☎８５－１６１８

生涯学習人材バンク（一芸バンク）事業について

　教育委員会では、町の教育・文化・芸術・スポーツ・レク

リエーション活動を活発にしていただける方を募集します！

　町民みなさんの様々な生涯学習を支援するため、講師・指

導者・協力者を紹介する「生涯学習人材バンク（一芸バンク）」

に登録していただける方を募集します。

〔対象者〕

　「一芸」をお持ちの方（教育・文化・芸術・スポーツ・レ

クリエーションなど種別は問いません）

〔内容〕

　登録後は指導・講習などを希望される方やグループおよび

各種団体から問い合わせがあった場合に、希望者に紹介させ

ていただきます。なお、登録者の謝礼など、利用に要する経

費については、利用者と登録者の協議により決定します。

〔申し込み方法〕

　登録を希望される方は、教育委員会が指定する登録申請書

に必要事項を記入し、お申し込みください。

※申し込み、問い合わせは、教育課　☎８３－２２４６
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13:00 ～ 13:20 受付

　１・２・４・５歳児歯科健診

…平成 30・令和元・３・４年４月生まれ

13:10 ～ 13:40 受付

　乳幼児歯科相談

（お約束表もしくは電話予約した方）
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No.832 令和 5年 4月 5日広 報 お く た ま

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設などイベントは町外からも来場可能

１・月
マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 8 ㌻

   ヘルシー体操 (14:00 ～文化会館 )

２・火

３・水

４・木

５・金

６・土    
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　絵本といっしょ (11:00 ～きこりん ) → 18 ㌻
　ヘルシー体操 (14:00 ～福祉会館 )
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■高次脳機能障害相談 (9:30 ～保健福祉センター ) → 10 ㌻・前日〆
１・２・４・５歳児歯科健診・乳幼児歯科相談 (13:00 ～・13:10 ～保健福祉センター ) → 13 ㌻

１１・木 　人権身の上・行政相談 (13:00 ～福祉会館 ) → 10 ㌻

１２・金
■ウエルカムランチ (11:30 ～古里保育園 : 見学・給食試食 ) → 15 ㌻・先着順
■森林セラピー事業：登計トレイル森林セラピーフォレストフォーレスト→ 22㌻・４/２０〆先着順
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事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

麻しん・風しん予防接種について

～小学校入学前の幼児（令和６年４月に１年生）　　

　　　　のお子さんの保護者のみなさんへ～

　はしか（麻しん）は感染力が大変強い感染症です。

感染を予防するには、ワクチン接種が有効と言われて

います。

　令和５年度に上記予防接種対象の方は、公費負担で

の接種期間は令和６年３月３１日までとなります。

二種混合ワクチンの接種について

　　～小学校６年生のお子さんの

　　　　　　　保護者のみなさんへ～

　二種混合（ジフテリア・破傷風）の予防接

種を実施しています。

　令和５年度に上記予防接種対象の方は、公

費負担での接種期間は令和６年３月３１日ま

でとなります。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク

募
集
ほ
か

文化会館ギャラリーについて
　教育委員会では、町内にお住まいの方や町内で活

動している団体が制作した作品を発表・展示し、町

民の方に気軽に美術鑑賞などを楽しんでもらい、文

化活動を推進し生涯学習の充実を図るため、文化会

館１階、２階のホールにギャラリーを設置していま

す。展示を希望される方は、事前に利用希望日が空

いているかをお問い合わせください。利用希望日の

３か月前から１か月前までに、利用申請書を文化会

館に提出してください。

　展示期間は１か月以内で、作品の展示や撤去は利

用者に行ってもらいます。

※問い合わせは、文化会館　☎８５－１６１８

生涯学習人材バンク（一芸バンク）事業について

　教育委員会では、町の教育・文化・芸術・スポーツ・レク

リエーション活動を活発にしていただける方を募集します！

　町民みなさんの様々な生涯学習を支援するため、講師・指

導者・協力者を紹介する「生涯学習人材バンク（一芸バンク）」

に登録していただける方を募集します。

〔対象者〕

　「一芸」をお持ちの方（教育・文化・芸術・スポーツ・レ

クリエーションなど種別は問いません）

〔内容〕

　登録後は指導・講習などを希望される方やグループおよび

各種団体から問い合わせがあった場合に、希望者に紹介させ

ていただきます。なお、登録者の謝礼など、利用に要する経

費については、利用者と登録者の協議により決定します。

〔申し込み方法〕

　登録を希望される方は、教育委員会が指定する登録申請書

に必要事項を記入し、お申し込みください。

※申し込み、問い合わせは、教育課　☎８３－２２４６

母
子
健
診
日
程
表

４月２６日（水）　保健福祉センター

13:00 ～ 13:10 受付
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　　３歳児健診
　　…令和元年 2・3 月生まれ

５月１０日（水）　保健福祉センター

13:00 ～ 13:20 受付

　１・２・４・５歳児歯科健診

…平成 30・令和元・３・４年４月生まれ

13:10 ～ 13:40 受付

　乳幼児歯科相談

（お約束表もしくは電話予約した方）
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

麻しん・風しん予防接種について

～小学校入学前の幼児（令和６年４月に１年生）　　

　　　　のお子さんの保護者のみなさんへ～

　はしか（麻しん）は感染力が大変強い感染症です。

感染を予防するには、ワクチン接種が有効と言われて

います。

　令和５年度に上記予防接種対象の方は、公費負担で

の接種期間は令和６年３月３１日までとなります。

二種混合ワクチンの接種について

　　～小学校６年生のお子さんの

　　　　　　　保護者のみなさんへ～

　二種混合（ジフテリア・破傷風）の予防接

種を実施しています。

　令和５年度に上記予防接種対象の方は、公

費負担での接種期間は令和６年３月３１日ま

でとなります。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク

募
集
ほ
か

文化会館ギャラリーについて
　教育委員会では、町内にお住まいの方や町内で活

動している団体が制作した作品を発表・展示し、町

民の方に気軽に美術鑑賞などを楽しんでもらい、文

化活動を推進し生涯学習の充実を図るため、文化会

館１階、２階のホールにギャラリーを設置していま

す。展示を希望される方は、事前に利用希望日が空

いているかをお問い合わせください。利用希望日の

３か月前から１か月前までに、利用申請書を文化会

館に提出してください。

　展示期間は１か月以内で、作品の展示や撤去は利

用者に行ってもらいます。

※問い合わせは、文化会館　☎８５－１６１８

生涯学習人材バンク（一芸バンク）事業について

　教育委員会では、町の教育・文化・芸術・スポーツ・レク

リエーション活動を活発にしていただける方を募集します！

　町民みなさんの様々な生涯学習を支援するため、講師・指

導者・協力者を紹介する「生涯学習人材バンク（一芸バンク）」

に登録していただける方を募集します。

〔対象者〕

　「一芸」をお持ちの方（教育・文化・芸術・スポーツ・レ

クリエーションなど種別は問いません）

〔内容〕

　登録後は指導・講習などを希望される方やグループおよび

各種団体から問い合わせがあった場合に、希望者に紹介させ

ていただきます。なお、登録者の謝礼など、利用に要する経

費については、利用者と登録者の協議により決定します。

〔申し込み方法〕

　登録を希望される方は、教育委員会が指定する登録申請書

に必要事項を記入し、お申し込みください。

※申し込み、問い合わせは、教育課　☎８３－２２４６

母
子
健
診
日
程
表

４月２６日（水）　保健福祉センター

13:00 ～ 13:10 受付

　　１歳６か月児健診

　　…令和３年 8・9 月生まれ

　13:10 ～ 13:20 受付

　　３歳児健診
　　…令和元年 2・3 月生まれ

５月１０日（水）　保健福祉センター

13:00 ～ 13:20 受付

　１・２・４・５歳児歯科健診

…平成 30・令和元・３・４年４月生まれ

13:10 ～ 13:40 受付

　乳幼児歯科相談

（お約束表もしくは電話予約した方）

農
林
業
等
振
興
事
業

補
助
の
申
請
受
付

〔
対
象
事
業
〕
農
林
水
産
業
や

観
光
業
な
ど
の
設
備
の
近
代
化

や
振
興
に
資
す
る
研
究
、
調
査

お
よ
び
指
導
に
関
す
る
も
の
。

〔
対
象
者
〕
町
内
に
居
住
す
る

農
林
水
産
業
お
よ
び
観
光
業
の

経
営
者
な
ど
、
も
し
く
は
新
た

に
経
営
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ま
た
は
団
体
。

〔
補
助
金
〕
対
象
と
な
る
総
事

業
費
に
補
助
率
を
乗
じ
た
額
。

＊
補
助
率
は
書
類
審
査
に
よ
り

協
議
会
で
決
定
。

〔
受
付
期
限
〕
５
月
31
日
（
水
）

〔
応
募
方
法
〕
観
光
産
業
課
に

提
出（
申
請
用
紙
が
あ
り
ま
す
）

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

観
光
産
業
課

　
　
　
　
　☎
83-

２
２
９
５
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

【材料】（２人分）

・スパゲティ　　　   ２００ｇ

・ベーコン              ４０ｇ

・タケノコ　　　　   １００ｇ

・バター           　  １０ｇ  

・にんにく <すりおろし>    ４ｇ

・キャベツ             １４０ｇ

・  薄力粉                  １８ｇ（大さじ２）

・牛乳             ３００ｍｌ

・コンソメ（顆粒）　  １. ５ｇ (小さじ1/2)

・こしょう　　          少々

１人分の栄養価

☆エネルギー 701kcal  たんぱく質 22.3 ｇ

 炭水化物103.7ｇ　食塩相当量 1.1ｇ

 脂質20ｇ

【作り方】

① ベーコンは１㎝幅に切り、タケノコは５㎜幅の

　 薄切り、キャベツはざく切りにする。

② 鍋にたっぷり湯を沸かし、沸騰したら塩（分量  

   外）を加え、スパゲティを茹でる。

　 （茹で時間は商品の袋の記載に従う）

③ フライパンを中火にかけてバターとにんにくを

　 加え、ベーコンを炒める。

④ ベーコンに火が通ったらタケノコとキャベツを

　 加えてさっと炒め、薄力粉を加えて粉っぽさが  

   なくなるまで混ぜる。

⑤ 牛乳を少しずつ加えながら混ぜ、コンソメを加  

   えてとろみがつくまで混ぜる。

⑥ とろみがついたら火からおろし、器に盛りつけ

   てこしょうを散らす。

ウ
エ
ル
カ
ム
ラ
ン
チ

食
育
ひ
ろ
ば
ほ
か

「
食
育
ひ
ろ
ば
」
そ
の
179
♪

キャベツとタケノコのクリームパスタ

★お知らせ★

　牛乳は、コップ１杯（２００ml）で成人が１日に必要な量の約１／３のカルシウムを摂ることが

できます。また、牛乳にはカゼインというタンパク質が多く含まれており、カゼインがカルシウム

の吸収を助けてくれる働きがあると言われています。お手軽にカルシウムとタンパク質が摂りたい

ときにおススメの食品です。

ウエルカムランチ  
～保育園児の日頃の様子を見学・保育園の給食を体験してみませんか？～

日　　　　　時 会　 場 対　 象 人　 数 参 加 費

 　４月１８日（火）
午前１１時２０分集合

午後　１時頃終了

古里保育園

原則５０歳以上
２～３名

（先着順）
１人３００円

　４月１９日（水） 氷川保育園

※このページについての申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

「簡単！やさしいお食事づくり講習会」　（障害者自立生活サポート事業）

　　障害がある方も気楽に参加できるやさしい講習会です。

　　参加者一人ひとりがご自身のできることを分担し、助け合いながら、身体に優しい食事を作り、

　楽しく食べる講習会です。みなさんのお申し込みをお待ちしております。

〔日　時〕　４月２９日（祝）　・　５月１４日（日）　両日ともに午前９時３０分から午後１時３０分

〔会　場〕　保健福祉センター　栄養指導室

〔対象者〕　身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・愛の手帳などをお持ちの方、もしくは同等の障害

　　　　　があると判断される方で、保健福祉センターにいらっしゃることができる方

　＊参加申し込み後に、お身体の状況をおしえていただいたり、講習会について事前に説明をさせて　

　　いただきます。また付き添いの方や介助の方のご参加についてはご相談ください。
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地
域
包
括
セ
ン
タ
ー
の

紹
介
ほ
か

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を
支
給
し
て
い
ま
す

町
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方

で
、
一
人
暮
ら
し
の
方
、
高
齢

者
の
み
で
お
住
ま
い
の
方
ま
た

は
日
中
や
夜
間
に
独
居
と
な
る

方
を
対
象
に
、
救
急
時
に
必
要

な
医
療
情
報
を
あ
ら
か
じ
め
保

管
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
」
を

無
償
で
支
給
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ

ト
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
定
の

用
紙
に
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢

の
他
、
既
往
歴
・
か
か
り
つ
け

医
療
機
関
・
緊
急
連
絡
先
な
ど

を
記
入
し
、
所
定
の
保
管
場

所
（
冷
蔵
庫
）
に
常
備
し
て
、

万
一
の
救
急
時
の
適
切
な
医
療

活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
も
の

で
す
。

ご
希
望
の
方
は
福
祉
保
健
課

に
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、
申

請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

高
齢
者
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

協

力

員

活

動

報

償

費

の

支

払

高
齢
者
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

の
協
力
員
と
し
て
活
動
さ
れ
て

い
る
方
に
対
し
、
令
和
４
年
度

分
（
令
和
４
年
４
月
か
ら
令
和

５
年
３
月
分
）
の
活
動
報
償
費

を
支
払
い
ま
す
。

〔
金
額
〕
担
当
さ
れ
て
い
る
利

用
者
１
名
に
つ
き
月
額
５
０
０

円
（
年
度
満
額
６
０
０
０
円
）

〇
年
度
途
中
に
協
力
員
と
な
ら

れ
た
方
に
は
、
担
当
さ
れ
て
い

る
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
利
用
者

が
機
器
を
設
置
し
た
月
の
分
よ

り
支
払
い
ま
す
。

〇
年
度
途
中
で
機
器
を
撤
去
さ

れ
た
利
用
者
の
協
力
員
に
は
、

撤
去
さ
れ
た
月
の
分
ま
で
支
払

い
ま
す
。

＊
４
月
25
日(

火)

に
指
定
の

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は

福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

「筋力向上トレーニング講習会」

　福祉会館の機能訓練室のマシーンを使うための

講習会です。参加希望者の方と日程調整を行い、

随時開催しています。再受講の希望も受付けてい

ます。お気軽に電話で申し込みください。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

空家・空地の管理

不動産各種ご相談

☎

✉ ＠

奥多摩

～高齢者の総合相談窓口～

高齢者や家族のみなさんが、住み慣れた町で安心して暮らしていけるよう、支援をしています。

相談は無料、プライバシーは厳守されますのでお気軽にご相談ください。

域包括支援センター

0428-83-8555
【受付】月曜日～金曜日 【場所】保健福祉センター内（奥多摩病院隣り）

午前８時 30 分～午後５時 15 分 ※ご都合に合わせて、電話、来所、訪問による相談をお受けします。

認知症の
👈👈👈👈こちらも地域包括支援センターでおこなっております。

認知症は早めに相談することが重要です！

心配なことがあればお気軽にご相談ください。

など

相談窓口

〇介護保険のサービスを利用したい

〇家族の介護で悩んでいる

〇近所に心配な高齢者がいる

〇最近足腰が弱ってきた

〇最近もの忘れが心配になってきた

〇家での生活を続けられるか不安だ…

〇お金の管理や契約に自信がない…

〇地域でお茶飲み会や体操教室をやりたい

↑ホームページ
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　福祉会館の機能訓練室のマシーンを使うための
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相談は無料、プライバシーは厳守されますのでお気軽にご相談ください。

域包括支援センター

0428-83-8555
【受付】月曜日～金曜日 【場所】保健福祉センター内（奥多摩病院隣り）

午前８時 30 分～午後５時 15 分 ※ご都合に合わせて、電話、来所、訪問による相談をお受けします。

認知症の
👈👈👈👈こちらも地域包括支援センターでおこなっております。

認知症は早めに相談することが重要です！

心配なことがあればお気軽にご相談ください。

など

相談窓口

〇介護保険のサービスを利用したい

〇家族の介護で悩んでいる

〇近所に心配な高齢者がいる

〇最近足腰が弱ってきた

〇最近もの忘れが心配になってきた

〇家での生活を続けられるか不安だ…

〇お金の管理や契約に自信がない…

〇地域でお茶飲み会や体操教室をやりたい

↑ホームページ
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て
い
ま
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住
の
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以
上
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で
、
一
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方
、
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お
住
ま
い
の
方
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は
日
中
や
夜
間
に
独
居
と
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方
を
対
象
に
、
救
急
時
に
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な
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療
情
報
を
あ
ら
か
じ
め
保

管
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
」
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無
償
で
支
給
し
て
い
ま
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。

こ
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「
救
急
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療
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あ
ら
か
じ
め
所
定
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紙
に
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢

の
他
、
既
往
歴
・
か
か
り
つ
け

医
療
機
関
・
緊
急
連
絡
先
な
ど

を
記
入
し
、
所
定
の
保
管
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冷
蔵
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）
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、

万
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救
急
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切
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援
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も
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で
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。
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希
望
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福
祉
保
健
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問
い
合
わ
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の
う
え
、
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請
書
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提
出
し
て
く
だ
さ
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。
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合
わ
せ
は
、
福
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保
健

課
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７
７
７
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テ
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和
４
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令
和
４
年
４
月
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ら
令
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５
年
３
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活
動
報
償
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払
い
ま
す
。

〔
金
額
〕
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て
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用
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名
に
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５
０
０
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度
満
額
６
０
０
０
円
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テ
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。
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、
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。
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振
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。
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

【材料】（２人分）

・スパゲティ　　　   ２００ｇ

・ベーコン              ４０ｇ

・タケノコ　　　　   １００ｇ

・バター           　  １０ｇ  

・にんにく <すりおろし>    ４ｇ

・キャベツ             １４０ｇ

・  薄力粉                  １８ｇ（大さじ２）

・牛乳             ３００ｍｌ

・コンソメ（顆粒）　  １. ５ｇ (小さじ1/2)

・こしょう　　          少々

１人分の栄養価

☆エネルギー 701kcal  たんぱく質 22.3 ｇ

 炭水化物103.7ｇ　食塩相当量 1.1ｇ

 脂質20ｇ

【作り方】

① ベーコンは１㎝幅に切り、タケノコは５㎜幅の

　 薄切り、キャベツはざく切りにする。

② 鍋にたっぷり湯を沸かし、沸騰したら塩（分量  

   外）を加え、スパゲティを茹でる。

　 （茹で時間は商品の袋の記載に従う）

③ フライパンを中火にかけてバターとにんにくを

　 加え、ベーコンを炒める。

④ ベーコンに火が通ったらタケノコとキャベツを

　 加えてさっと炒め、薄力粉を加えて粉っぽさが  

   なくなるまで混ぜる。

⑤ 牛乳を少しずつ加えながら混ぜ、コンソメを加  

   えてとろみがつくまで混ぜる。

⑥ とろみがついたら火からおろし、器に盛りつけ

   てこしょうを散らす。

ウ
エ
ル
カ
ム
ラ
ン
チ

食
育
ひ
ろ
ば
ほ
か

「
食
育
ひ
ろ
ば
」
そ
の
179
♪

キャベツとタケノコのクリームパスタ

★お知らせ★

　牛乳は、コップ１杯（２００ml）で成人が１日に必要な量の約１／３のカルシウムを摂ることが

できます。また、牛乳にはカゼインというタンパク質が多く含まれており、カゼインがカルシウム

の吸収を助けてくれる働きがあると言われています。お手軽にカルシウムとタンパク質が摂りたい

ときにおススメの食品です。

ウエルカムランチ  
～保育園児の日頃の様子を見学・保育園の給食を体験してみませんか？～

日　　　　　時 会　 場 対　 象 人　 数 参 加 費

 　４月１８日（火）
午前１１時２０分集合

午後　１時頃終了

古里保育園

原則５０歳以上
２～３名

（先着順）
１人３００円

　４月１９日（水） 氷川保育園

※このページについての申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

「簡単！やさしいお食事づくり講習会」　（障害者自立生活サポート事業）

　　障害がある方も気楽に参加できるやさしい講習会です。

　　参加者一人ひとりがご自身のできることを分担し、助け合いながら、身体に優しい食事を作り、

　楽しく食べる講習会です。みなさんのお申し込みをお待ちしております。

〔日　時〕　４月２９日（祝）　・　５月１４日（日）　両日ともに午前９時３０分から午後１時３０分

〔会　場〕　保健福祉センター　栄養指導室

〔対象者〕　身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・愛の手帳などをお持ちの方、もしくは同等の障害

　　　　　があると判断される方で、保健福祉センターにいらっしゃることができる方

　＊参加申し込み後に、お身体の状況をおしえていただいたり、講習会について事前に説明をさせて　

　　いただきます。また付き添いの方や介助の方のご参加についてはご相談ください。
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344
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・牛乳             ３００ｍｌ

・コンソメ（顆粒）　  １. ５ｇ (小さじ1/2)
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１人分の栄養価

☆エネルギー 701kcal  たんぱく質 22.3 ｇ

 炭水化物103.7ｇ　食塩相当量 1.1ｇ

 脂質20ｇ

【作り方】

① ベーコンは１㎝幅に切り、タケノコは５㎜幅の

　 薄切り、キャベツはざく切りにする。

② 鍋にたっぷり湯を沸かし、沸騰したら塩（分量  

   外）を加え、スパゲティを茹でる。

　 （茹で時間は商品の袋の記載に従う）

③ フライパンを中火にかけてバターとにんにくを

　 加え、ベーコンを炒める。

④ ベーコンに火が通ったらタケノコとキャベツを
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   えてとろみがつくまで混ぜる。

⑥ とろみがついたら火からおろし、器に盛りつけ
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～保育園児の日頃の様子を見学・保育園の給食を体験してみませんか？～
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「簡単！やさしいお食事づくり講習会」　（障害者自立生活サポート事業）

　　障害がある方も気楽に参加できるやさしい講習会です。

　　参加者一人ひとりがご自身のできることを分担し、助け合いながら、身体に優しい食事を作り、

　楽しく食べる講習会です。みなさんのお申し込みをお待ちしております。

〔日　時〕　４月２９日（祝）　・　５月１４日（日）　両日ともに午前９時３０分から午後１時３０分

〔会　場〕　保健福祉センター　栄養指導室

〔対象者〕　身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・愛の手帳などをお持ちの方、もしくは同等の障害

　　　　　があると判断される方で、保健福祉センターにいらっしゃることができる方

　＊参加申し込み後に、お身体の状況をおしえていただいたり、講習会について事前に説明をさせて　

　　いただきます。また付き添いの方や介助の方のご参加についてはご相談ください。
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　　６件   　　 ８０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      　３件 　　 　２５，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１３件   　 １３０，０００円

合　　計　    　２２件      ２３５，０００円

～ 2 月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に
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万
円

長
田

一
雄

様

　
　
　（
大
氷
川
）

５
万
円

奥
平
　
　
温

様

　
　
　
　
　
　
　
　（
小
丹
波
）

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　
ご
ざ
い
ま
し
た

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

ご
寄
付
ほ
か

一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

75
歳
以
上
の
方
が
必
ず
加
入
す

る
医
療
制
度
で
す
が
、
現
在
、

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
制

度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
65
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
方
で
、
障
害
の

状
態
に
よ
っ
て
は
、
申
請
に
よ

り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
対
象
と
な
る
条
件

65
歳
以
上
の
方
で
一
定
の
障

害
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
ら

３
級
を
お
持
ち
の
方
。ま
た
は
、

４
級
の
一
部
の
方
で
つ
ぎ
に
該

当
す
る
方
。

・
下
肢
障
害
４
級
１
号
（
両
下

肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
３
号
（
１
下

肢
を
下
腿
２
分
の
１
以
上
で
欠

く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
４
号
（
１
下

肢
の
著
し
い
障
害
）

・
音
声
、
言
語
機
能
障
害

○
精
神
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
を
お
持
ち
の
方
。

○
愛
の
手
帳
１
度
・
２
度
を
お

持
ち
の
方

◎
自
己
負
担
割
合
と
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
の
方
が
医
療
機
関
に
か

か
る
際
の
自
己
負
担
割
合
は
、

所
得
に
応
じ
て
１
割
、
２
割
ま

た
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
今
ま

で
加
入
さ
れ
て
い
た
医
療
制
度

（
健
康
保
険
）
と
保
険
料
の
計

算
方
式
が
異
な
る
た
め
、
保
険

料
額
が
変
わ
り
ま
す
。

○
申
請
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も
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帳
（
身
体
障
害
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手
帳
・
愛
の
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
）、
ま
た
は

年
金
証
書
（
障
害
年
金
１
・
２
級
）

②
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳

の
な
い
方
）

③
マ
イ
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ン
バ
ー
の
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か
る
も

の
（
マ
イ
ナ
ン
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ー
カ
ー
ド
、
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知
カ
ー
ド
な
ど
）

④
現
在
お
持
ち
の
健
康
保
険
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※
問
い
合
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は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
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‐
２
１
８
２

○
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歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心

身
に
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
の
程
度

の
障
害
を
有
す
る
手
帳
の
交
付

を
受
け
た
方
が
対
象
で
す
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（
１
）
身
体
障
害
者
手
帳
で
１

級
か
ら
４
級
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

（
２
）
愛
の
手
帳
で
１
度
か
ら

４
度
の
交
付
を
受
け
て
い
る
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（
３
）
脳
性
マ
ヒ
ま
た
は
進
行

性
筋
萎
縮
性
を
有
す
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【
都
制
度
】

月
額
１
万
５
５
０
０
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身
体
障
害
者
手
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１
・
２
級

お
よ
び
愛
の
手
帳
１
～
３
度
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方
な
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【
町
制
度
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月
額
１
万
６
０
０
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身
体
障
害
者
手
帳
３
級
お
よ

び
愛
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手
帳
４
度
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【
町
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月
額
６
４
０
０
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身
体
障
害
者
手
帳
４
級
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た
だ
し
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所
得
制
限
が
あ
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。
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精
神
障
害
者
保
健
福
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手
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１
級
ま
た
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２
級
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方

【
町
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度
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月
額
５
０
０
０
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○
令
和
４
年
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月
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３
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を
４
月
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へ
振
り
込
み
ま
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※
問
い
合
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せ
は
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福
祉
保
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課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
な
ど
の
支
払
い
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No.832 令和 5年 4月 5日広 報 お く た ま

西
多
摩
く
ら
し
の
相
談

セ
ン
タ
ー
ほ
か

食　育　講　習　会

端午の節句

～かしわ餅とこいのぼり料理～

　　食育講習会では、町民みなさんの健康の維持

　・増進を目的とした調理実習を行います。

　　今回は「端午の節句」をテーマに、かしわ餅　

　やこいのぼりをモチーフにした料理を作ります。

　　みなさんお誘いあわせのうえ、気軽にご参加

　ください。

　〔日　時〕  ４月２８日（金）

　　　　　　午前１０時～午後１時

　〔会　場〕　文化会館　美術工芸室

　〔持ち物〕  エプロン・三角巾・手拭き用タオル

　　　　　　マスク

　〔参加費〕　３００円　　

　〔定　員〕　先着１６名

　〔申込締切〕　４月２１日（金）

 ※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

「元気アップ
　　　　　おくたま事業」

  「元気アップおくたま事業」では、各地区

の健康課題に合わせた講話や体操、調理実習

などのプログラムにより、みなさんの健康意

識を高めるサポートをします。

　「元気アップ」のための、情報が得られる

よい機会ですので、みなさんお誘いあわせの

うえ、ぜひご参加ください。

　〔日時・会場・内容〕カレンダー参照

　＊プログラムは各月で異なります。

　＊調理実習は事前申し込み制です。

　　持ち物は、エプロン、三角巾、手拭き用

　　タオル、マスク

　＊体操は、事前申込不要です。

　　持ち物は、タオル、飲み物、マスク

※問い合わせは、福祉保健課　

                        ☎８３－２７７７

◆奥多摩町くらしとしごとの相談会（無料）

＊１０月から実施時間が変更となりましたので、ご注意ください。

　経済的な問題で生活に困っている。働きたいのに長く失業している。働いた経験がない。

　家族のひきこもりやニートで悩んでいる。家計の管理が苦手。子どもの学習で悩んでいる。

　こんな悩みを抱える方の相談会を行っています。専門スタッフが相談内容に応じて個別に支援します。

　　〔日　時〕　毎週火曜日（年末年始・祝日を除く）　　午後１時３０分～２時３０分

　　〔会　場〕　福祉会館　会議室（２階）・・・毎月第１・３・５火曜日　

　　　　　　　文化会館　会議室（１階）・・・毎月第２・４火曜日　

　　〔対　象〕　町内在住の方

　　＊新型コロナウイルスの影響で相談会が中止になる場合もあります。中止となった場合でも、電話

　　　でのご相談は随時受付けています。

◆学びの広場　ホッとスペースちえの輪（無料）

　宿題の解き方を教え合ったり、時には仲間とイベント（スライム作り、ハロウィンパーティー、クリ

スマス会など）を楽しみながら、ここに集まったみんなの将来を切りひらいていきます。

　随時、見学・体験参加を受付けています。お気軽にお越しください。

　　〔日　時〕　毎週火曜日（年末年始・祝日を除く）　午後３時～５時

　　〔会　場〕　氷川小学校　２階家庭科室・古里小学校　プール棟２階会議室　

　　　　　　　＊両会場をオンラインで繋ぎます。

　　〔対　象〕　町内在住の原則、小学生～中学生（中学校卒業～１８歳の場合はご相談ください）

　　＊新型コロナウイルスの影響で開催中止になる場合もあります。

　※申し込み、問い合わせは、西多摩くらしの相談センター　☎２５－３５０１

　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://kurashinosoudan.net/

西多摩くらしの相談センターからお知らせ
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　　〔日　時〕　毎週火曜日（年末年始・祝日を除く）　午後３時～５時

　　〔会　場〕　氷川小学校　２階家庭科室・古里小学校　プール棟２階会議室　

　　　　　　　＊両会場をオンラインで繋ぎます。

　　〔対　象〕　町内在住の原則、小学生～中学生（中学校卒業～１８歳の場合はご相談ください）

　　＊新型コロナウイルスの影響で開催中止になる場合もあります。

　※申し込み、問い合わせは、西多摩くらしの相談センター　☎２５－３５０１

　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://kurashinosoudan.net/

西多摩くらしの相談センターからお知らせ
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談
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ン
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　　６件   　　 ８０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      　３件 　　 　２５，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１３件   　 １３０，０００円

合　　計　    　２２件      ２３５，０００円

～ 2 月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に

　
　
　
　
　

10
万
円

長
田

一
雄

様

　
　
　（
大
氷
川
）

５
万
円

奥
平

　
　
温

様

　
　
　
　
　
　
　
　（
小
丹
波
）

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　
ご
ざ
い
ま
し
た

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

ご
寄
付
ほ
か

一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

75
歳
以
上
の
方
が
必
ず
加
入
す

る
医
療
制
度
で
す
が
、
現
在
、

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
制

度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
65
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
方
で
、
障
害
の

状
態
に
よ
っ
て
は
、
申
請
に
よ

り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
対
象
と
な
る
条
件

65
歳
以
上
の
方
で
一
定
の
障

害
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
ら

３
級
を
お
持
ち
の
方
。ま
た
は
、

４
級
の
一
部
の
方
で
つ
ぎ
に
該

当
す
る
方
。

・
下
肢
障
害
４
級
１
号
（
両
下

肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
３
号
（
１
下

肢
を
下
腿
２
分
の
１
以
上
で
欠

く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
４
号
（
１
下

肢
の
著
し
い
障
害
）

・
音
声
、
言
語
機
能
障
害

○
精
神
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
を
お
持
ち
の
方
。

○
愛
の
手
帳
１
度
・
２
度
を
お

持
ち
の
方

◎
自
己
負
担
割
合
と
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
の
方
が
医
療
機
関
に
か

か
る
際
の
自
己
負
担
割
合
は
、

所
得
に
応
じ
て
１
割
、
２
割
ま

た
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
今
ま

で
加
入
さ
れ
て
い
た
医
療
制
度

（
健
康
保
険
）
と
保
険
料
の
計

算
方
式
が
異
な
る
た
め
、
保
険

料
額
が
変
わ
り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

①
障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害
者

手
帳
・
愛
の
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
）、
ま
た
は

年
金
証
書
（
障
害
年
金
１
・
２
級
）

②
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳

の
な
い
方
）

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も

の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

④
現
在
お
持
ち
の
健
康
保
険
証

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

○
20
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心

身
に
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
の
程
度

の
障
害
を
有
す
る
手
帳
の
交
付

を
受
け
た
方
が
対
象
で
す
。

（
１
）
身
体
障
害
者
手
帳
で
１

級
か
ら
４
級
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

（
２
）
愛
の
手
帳
で
１
度
か
ら

４
度
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

（
３
）
脳
性
マ
ヒ
ま
た
は
進
行

性
筋
萎
縮
性
を
有
す
る
方

【
都
制
度
】

月
額
１
万
５
５
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

お
よ
び
愛
の
手
帳
１
～
３
度
の

方
な
ど)

【
町
制
度
】

月
額
１
万
６
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
お
よ

び
愛
の
手
帳
４
度
の
方)

【
町
制
度
】

月
額
６
４
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
４
級
の

方)＊
た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
ま
た
は
２
級
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方

【
町
制
度
】

月
額
５
０
０
０
円

○
令
和
４
年
12
月
～
令
和
５
年

３
月
分
を
４
月
17
日
に
指
定
の

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
な
ど
の
支
払
い
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　　６件   　　 ８０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      　３件 　　 　２５，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１３件   　 １３０，０００円

合　　計　    　２２件      ２３５，０００円

～ 2 月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に

　
　
　
　
　

10
万
円

長
田

一
雄

様

　
　
　（
大
氷
川
）

５
万
円

奥
平

　
　
温

様

　
　
　
　
　
　
　
　（
小
丹
波
）

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　
ご
ざ
い
ま
し
た

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

ご
寄
付
ほ
か

一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

75
歳
以
上
の
方
が
必
ず
加
入
す

る
医
療
制
度
で
す
が
、
現
在
、

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
制

度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
65
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
方
で
、
障
害
の

状
態
に
よ
っ
て
は
、
申
請
に
よ

り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
対
象
と
な
る
条
件

65
歳
以
上
の
方
で
一
定
の
障

害
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
ら

３
級
を
お
持
ち
の
方
。ま
た
は
、

４
級
の
一
部
の
方
で
つ
ぎ
に
該

当
す
る
方
。

・
下
肢
障
害
４
級
１
号
（
両
下

肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
３
号
（
１
下

肢
を
下
腿
２
分
の
１
以
上
で
欠

く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
４
号
（
１
下

肢
の
著
し
い
障
害
）

・
音
声
、
言
語
機
能
障
害

○
精
神
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
を
お
持
ち
の
方
。

○
愛
の
手
帳
１
度
・
２
度
を
お

持
ち
の
方

◎
自
己
負
担
割
合
と
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
の
方
が
医
療
機
関
に
か

か
る
際
の
自
己
負
担
割
合
は
、

所
得
に
応
じ
て
１
割
、
２
割
ま

た
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
今
ま

で
加
入
さ
れ
て
い
た
医
療
制
度

（
健
康
保
険
）
と
保
険
料
の
計

算
方
式
が
異
な
る
た
め
、
保
険

料
額
が
変
わ
り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

①
障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害
者

手
帳
・
愛
の
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
）、
ま
た
は

年
金
証
書
（
障
害
年
金
１
・
２
級
）

②
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳

の
な
い
方
）

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も

の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

④
現
在
お
持
ち
の
健
康
保
険
証

※
問
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合
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は
、
住
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課

　
　
　
　
　
☎
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‐
２
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８
２

○
20
歳
以
上
65
歳
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満
で
、
心

身
に
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
の
程
度

の
障
害
を
有
す
る
手
帳
の
交
付

を
受
け
た
方
が
対
象
で
す
。

（
１
）
身
体
障
害
者
手
帳
で
１

級
か
ら
４
級
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

（
２
）
愛
の
手
帳
で
１
度
か
ら

４
度
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

（
３
）
脳
性
マ
ヒ
ま
た
は
進
行

性
筋
萎
縮
性
を
有
す
る
方

【
都
制
度
】

月
額
１
万
５
５
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

お
よ
び
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の
手
帳
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３
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の
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和
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12
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分
を
４
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17
日
に
指
定
の
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へ
振
り
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み
ま
す
。
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障
害
者
手
帳
で
１

級
か
ら
４
級
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

（
２
）
愛
の
手
帳
で
１
度
か
ら

４
度
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

（
３
）
脳
性
マ
ヒ
ま
た
は
進
行

性
筋
萎
縮
性
を
有
す
る
方

【
都
制
度
】

月
額
１
万
５
５
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

お
よ
び
愛
の
手
帳
１
～
３
度
の

方
な
ど)

【
町
制
度
】

月
額
１
万
６
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
お
よ

び
愛
の
手
帳
４
度
の
方)

【
町
制
度
】

月
額
６
４
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
４
級
の

方)＊
た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
ま
た
は
２
級
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方

【
町
制
度
】

月
額
５
０
０
０
円

○
令
和
４
年
12
月
～
令
和
５
年

３
月
分
を
４
月
17
日
に
指
定
の

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
な
ど
の
支
払
い
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　　６件   　　 ８０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      　３件 　　 　２５，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１３件   　 １３０，０００円

合　　計　    　２２件      ２３５，０００円

～ 2 月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に

　
　
　
　
　

10
万
円

長
田

一
雄

様

　
　
　（
大
氷
川
）

５
万
円

奥
平

　
　
温

様

　
　
　
　
　
　
　
　（
小
丹
波
）

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　
ご
ざ
い
ま
し
た

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

ご
寄
付
ほ
か

一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

75
歳
以
上
の
方
が
必
ず
加
入
す

る
医
療
制
度
で
す
が
、
現
在
、

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
制

度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
65
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
方
で
、
障
害
の

状
態
に
よ
っ
て
は
、
申
請
に
よ

り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
対
象
と
な
る
条
件

65
歳
以
上
の
方
で
一
定
の
障

害
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
ら

３
級
を
お
持
ち
の
方
。ま
た
は
、

４
級
の
一
部
の
方
で
つ
ぎ
に
該

当
す
る
方
。

・
下
肢
障
害
４
級
１
号
（
両
下

肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
３
号
（
１
下

肢
を
下
腿
２
分
の
１
以
上
で
欠

く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
４
号
（
１
下

肢
の
著
し
い
障
害
）

・
音
声
、
言
語
機
能
障
害

○
精
神
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
を
お
持
ち
の
方
。

○
愛
の
手
帳
１
度
・
２
度
を
お

持
ち
の
方

◎
自
己
負
担
割
合
と
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
の
方
が
医
療
機
関
に
か

か
る
際
の
自
己
負
担
割
合
は
、

所
得
に
応
じ
て
１
割
、
２
割
ま

た
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
今
ま

で
加
入
さ
れ
て
い
た
医
療
制
度

（
健
康
保
険
）
と
保
険
料
の
計

算
方
式
が
異
な
る
た
め
、
保
険

料
額
が
変
わ
り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

①
障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害
者

手
帳
・
愛
の
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
）、
ま
た
は

年
金
証
書
（
障
害
年
金
１
・
２
級
）

②
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳

の
な
い
方
）

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も

の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

④
現
在
お
持
ち
の
健
康
保
険
証
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民
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者
保
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の
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を
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る
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度
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○
令
和
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年
12
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和
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年

３
月
分
を
４
月
17
日
に
指
定
の
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へ
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込
み
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す
。
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問
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。
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２
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３
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り
込
み
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
な
ど
の
支
払
い
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　　６件   　　 ８０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      　３件 　　 　２５，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１３件   　 １３０，０００円

合　　計　    　２２件      ２３５，０００円

～ 2 月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に

　
　
　
　
　

10
万
円

長
田

一
雄

様

　
　
　（
大
氷
川
）

５
万
円

奥
平

　
　
温

様

　
　
　
　
　
　
　
　（
小
丹
波
）

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　
ご
ざ
い
ま
し
た

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

ご
寄
付
ほ
か

一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

75
歳
以
上
の
方
が
必
ず
加
入
す

る
医
療
制
度
で
す
が
、
現
在
、

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
制

度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
65
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
方
で
、
障
害
の

状
態
に
よ
っ
て
は
、
申
請
に
よ

り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
対
象
と
な
る
条
件

65
歳
以
上
の
方
で
一
定
の
障

害
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
ら

３
級
を
お
持
ち
の
方
。ま
た
は
、

４
級
の
一
部
の
方
で
つ
ぎ
に
該

当
す
る
方
。

・
下
肢
障
害
４
級
１
号
（
両
下

肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
３
号
（
１
下

肢
を
下
腿
２
分
の
１
以
上
で
欠

く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
４
号
（
１
下

肢
の
著
し
い
障
害
）

・
音
声
、
言
語
機
能
障
害

○
精
神
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
を
お
持
ち
の
方
。

○
愛
の
手
帳
１
度
・
２
度
を
お

持
ち
の
方

◎
自
己
負
担
割
合
と
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
の
方
が
医
療
機
関
に
か

か
る
際
の
自
己
負
担
割
合
は
、

所
得
に
応
じ
て
１
割
、
２
割
ま

た
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
今
ま

で
加
入
さ
れ
て
い
た
医
療
制
度

（
健
康
保
険
）
と
保
険
料
の
計

算
方
式
が
異
な
る
た
め
、
保
険

料
額
が
変
わ
り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

①
障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害
者

手
帳
・
愛
の
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
）、
ま
た
は

年
金
証
書
（
障
害
年
金
１
・
２
級
）

②
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳

の
な
い
方
）

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も

の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

④
現
在
お
持
ち
の
健
康
保
険
証

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

○
20
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心

身
に
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
の
程
度

の
障
害
を
有
す
る
手
帳
の
交
付

を
受
け
た
方
が
対
象
で
す
。

（
１
）
身
体
障
害
者
手
帳
で
１

級
か
ら
４
級
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

（
２
）
愛
の
手
帳
で
１
度
か
ら

４
度
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

（
３
）
脳
性
マ
ヒ
ま
た
は
進
行

性
筋
萎
縮
性
を
有
す
る
方

【
都
制
度
】

月
額
１
万
５
５
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

お
よ
び
愛
の
手
帳
１
～
３
度
の

方
な
ど)

【
町
制
度
】

月
額
１
万
６
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
お
よ

び
愛
の
手
帳
４
度
の
方)

【
町
制
度
】

月
額
６
４
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
４
級
の

方)＊
た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
ま
た
は
２
級
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方

【
町
制
度
】

月
額
５
０
０
０
円

○
令
和
４
年
12
月
～
令
和
５
年

３
月
分
を
４
月
17
日
に
指
定
の

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
な
ど
の
支
払
い
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　　６件   　　 ８０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      　３件 　　 　２５，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１３件   　 １３０，０００円

合　　計　    　２２件      ２３５，０００円

～ 2 月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に

　
　
　
　
　

10
万
円

長
田

一
雄

様

　
　
　（
大
氷
川
）

５
万
円

奥
平

　
　
温

様

　
　
　
　
　
　
　
　（
小
丹
波
）

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　
ご
ざ
い
ま
し
た

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

ご
寄
付
ほ
か

一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

75
歳
以
上
の
方
が
必
ず
加
入
す

る
医
療
制
度
で
す
が
、
現
在
、

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
制

度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
65
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
方
で
、
障
害
の

状
態
に
よ
っ
て
は
、
申
請
に
よ

り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
対
象
と
な
る
条
件

65
歳
以
上
の
方
で
一
定
の
障

害
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
ら

３
級
を
お
持
ち
の
方
。ま
た
は
、

４
級
の
一
部
の
方
で
つ
ぎ
に
該

当
す
る
方
。

・
下
肢
障
害
４
級
１
号
（
両
下

肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
３
号
（
１
下

肢
を
下
腿
２
分
の
１
以
上
で
欠

く
も
の
）

・
下
肢
障
害
４
級
４
号
（
１
下

肢
の
著
し
い
障
害
）

・
音
声
、
言
語
機
能
障
害

○
精
神
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
を
お
持
ち
の
方
。

○
愛
の
手
帳
１
度
・
２
度
を
お

持
ち
の
方

◎
自
己
負
担
割
合
と
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
の
方
が
医
療
機
関
に
か

か
る
際
の
自
己
負
担
割
合
は
、

所
得
に
応
じ
て
１
割
、
２
割
ま

た
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
今
ま

で
加
入
さ
れ
て
い
た
医
療
制
度

（
健
康
保
険
）
と
保
険
料
の
計

算
方
式
が
異
な
る
た
め
、
保
険

料
額
が
変
わ
り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

①
障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害
者

手
帳
・
愛
の
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
）、
ま
た
は

年
金
証
書
（
障
害
年
金
１
・
２
級
）

②
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳

の
な
い
方
）

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も

の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

④
現
在
お
持
ち
の
健
康
保
険
証

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

○
20
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心

身
に
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
の
程
度

の
障
害
を
有
す
る
手
帳
の
交
付

を
受
け
た
方
が
対
象
で
す
。

（
１
）
身
体
障
害
者
手
帳
で
１

級
か
ら
４
級
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

（
２
）
愛
の
手
帳
で
１
度
か
ら

４
度
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

（
３
）
脳
性
マ
ヒ
ま
た
は
進
行

性
筋
萎
縮
性
を
有
す
る
方

【
都
制
度
】

月
額
１
万
５
５
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

お
よ
び
愛
の
手
帳
１
～
３
度
の

方
な
ど)

【
町
制
度
】

月
額
１
万
６
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
お
よ

び
愛
の
手
帳
４
度
の
方)

【
町
制
度
】

月
額
６
４
０
０
円

(

身
体
障
害
者
手
帳
４
級
の

方)＊
た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
ま
た
は
２
級
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方

【
町
制
度
】

月
額
５
０
０
０
円

○
令
和
４
年
12
月
～
令
和
５
年

３
月
分
を
４
月
17
日
に
指
定
の

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
な
ど
の
支
払
い



19

１

３

５

　
　８

10

　
　13

15

　
　18

20

　
　23

25

　
　28

30

　
　33

35

　
　38

40

　
　43

45

　
　48

50

　
　53

55

　
　58

60

62

No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

役
場
職
員
の
異
動

学
童
指
導
員
募
集

《
役
場
職
員
の
異
動
・
４
月
１
日
付
》*

係
長
職
以
上

令和５年度学童指導員募集
（会計年度任用職員）

〔採用予定日〕令和５年４月中

〔勤務内容〕町内学童クラブで児童の保育、指導

〔勤務条件〕

○任　　期／令和６年３月３１日まで

　　　　　　(勤務成績良好時は再度任用 )

○勤 務 日／シフト制勤務（不定日で土曜勤務あり）

○勤務時間／小学校放課後から午後６時３０分頃まで

　学校休業日は、午前８時頃から午後６時３０分頃まで

　（いずれも内６時間）＊時間外勤務の場合あり

○報酬手当／時給１，１６３円～

○期末手当／支給要件を満たした場合に支給

○通勤費用／町規定により支給

〔申込方法〕

　町ホームページに掲載の「会計年度任用職員募集のお

知らせ」にある採用申込書 (写真添付 )に必要事項を記

載のうえ、本人または代理人が直接総務課に持参、また

は郵送（簡易書留）

〔申込期日〕４月２８日 (金 )必着

〔選考方法〕書類選考・面接（書類選考合格者対象）

〔その他〕資格、勤務日など、ご相談に応じます。　

※問い合わせは、子ども家庭支援センター

　　　　　　　　　　　　　　　　☎８５－２６１１

○
課
長
職

観
光
産
業
課
自
然
公
園
施
設

担
当
課
長
兼
山
の
ふ
る
さ
と

村
係
長

［
昇
格
・
新
設
〕  

神
山
正
明

環
境
整
備
課
環
境
担
当
主
幹

〔
昇
格
・
新
設
〕

原
島

保

教
育
課
長

　
　
　［
昇
格
］

清
水
俊
雄

議
会
事
務
局
長

　
　
　
　
　
　
　
新
島
和
貴

○
課
長
補
佐
職

若
者
定
住
推
進
課
課
長
補
佐

兼
若
者
定
住
推
進
係
長

　
　
　
　
　
　
　
山
宮
淳
也

総
務
課
課
長
補
佐
兼
電
子
計

算
係
長

　
　
　［
昇
格
］
浅
見
雅
孝

環
境
整
備
課
課
長
補
佐
兼
土

木
建
築
係
長
＝
企
画
財
政
課

庁
舎
建
設
担
当
兼
務

［
昇
格
・
新
設
〕

　
　
　
　
　
　
角
田
康
一
郎

教
育
課
課
長
補
佐
兼
学
務
係

長
　
　
　［
昇
格
］
川
俣
哲
也

○
係
長
職

住
民
課
総
合
窓
口
係
長

　
　
　
　
　
　
　
土
田
規
子

福
祉
保
健
課
福
祉
係
長

　
　
　
　
　
　
　
原
島
賢
一

福
祉
保
健
課
地
域
支
援
係
長

加
藤
紀
子

福
祉
保
健
課
こ
ど
も
事
業
調

整
係
長

　
　〔
新
設
〕

緒
方
星
超

福
祉
保
健
課
子
育
て
推
進
係

長
　
　〔
昇
格
〕

杉
山
美
樹

観
光
産
業
課
観
光
商
工
係
長

　
　
　
　
　
　
　
原
島
大
輔

環
境
整
備
課
用
地
対
策
係
長

　
　
　
　
　
　
　
岡
部
直
樹

環
境
整
備
課
環
境
係
長

　
　
　
　
　
　
　
清
水
幸
則

環
境
整
備
課
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
担
当
係
長

〔
職
名
変
更
〕

原
島
信
幸

教
育
課
水
と
緑
の
ふ
れ
あ
い

館
係
長（
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子
ど
も
・
子
育
て
支
援

推
進
事
業
ほ
か

子ども・子育て支援推進事業は年度ごとに申請が必要です！

　対象となる世帯には、申請書などの書類を郵送しました。

令和５年度の助成を希望される場合は、必ず４月１７日（月）までに申請してください。

　申請をしないと助成の対象となりません。

　＊この事業は毎年度申請が必要となります。

　　前年度に申請・認定を受けている方も、必ず申請をしてください。

令和４年度分の請求は、４月１０日（月）までです。

４月１１日以降に請求されても助成が受けられませんので、必ず期日までの提出をお願いします。

　※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

児童扶養手当・特別児童扶養手当 ４月分から手当額（月額）が変更になります

児童扶養手当 令和５年３月分まで（改定前） 令和５年４月分から（改定後）

　＜本体額＞
　　全部支給
　　一部支給

４３,０７０円 ４４,１４０円

４３,０６０円～１０,１６０円 ４４,１３０円～１０,４１０円

　＜第２子加算額＞
　　全部支給
　　一部支給

１０,１７０円 １０,４２０円

１０,１６０円～５,０９０円 １０,４１０円～５,２１０円

　＜第３子以降加算額＞
　　全部支給
　　一部支給

６,１００円 ６,２５０円

６，０９０円～３，０５０円 ６,２４０円～３,１３０円

特別児童扶養手当 令和５年３月分まで（改定前） 令和５年４月分から（改定後）

１　級 ５２,４００円 ５３,７００円

２　級 ３４,９００円 ３５,７６０円

自 主 保 育 グ ル ー プ
参 加 者 募 集

　自主保育グループ「ちびっこぐーちょきぱー」

では、未就学児とその保護者が集まり、おもちゃ

で遊んだり、お楽しみ会・遠足などをして楽しく

活動しています。また、母親同士の交流・情報交

換の場ともなっています。

〔活動場所〕子ども家庭支援センター・きこりん

　各自、都合のよい日、よい時間に集まっていま

す。気軽に参加できますので是非一度遊びに来て

ください。

※このページの内容の問い合わせは、子ども家庭支援センター・きこりん　☎８５－２６１１

【絵本といっしょ】
～お子さんと一緒に絵本や紙芝居を楽しみませんか～

〔日時〕　４月１０日（月）・５月８日（月）

　　　　午前 1１時～１１時４０分

〔会場〕　子ども家庭支援センター（きこりん）

〔内容〕　相談員の読み聞かせ・ 指遊び
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

役
場
職
員
の
異
動

学
童
指
導
員
募
集

《
役
場
職
員
の
異
動
・
４
月
１
日
付
》*

係
長
職
以
上

令和５年度学童指導員募集
（会計年度任用職員）

〔採用予定日〕令和５年４月中

〔勤務内容〕町内学童クラブで児童の保育、指導

〔勤務条件〕

○任　　期／令和６年３月３１日まで

　　　　　　(勤務成績良好時は再度任用 )

○勤 務 日／シフト制勤務（不定日で土曜勤務あり）

○勤務時間／小学校放課後から午後６時３０分頃まで

　学校休業日は、午前８時頃から午後６時３０分頃まで

　（いずれも内６時間）＊時間外勤務の場合あり

○報酬手当／時給１，１６３円～

○期末手当／支給要件を満たした場合に支給

○通勤費用／町規定により支給

〔申込方法〕

　町ホームページに掲載の「会計年度任用職員募集のお

知らせ」にある採用申込書 (写真添付 )に必要事項を記

載のうえ、本人または代理人が直接総務課に持参、また

は郵送（簡易書留）

〔申込期日〕４月２８日 (金 )必着

〔選考方法〕書類選考・面接（書類選考合格者対象）

〔その他〕資格、勤務日など、ご相談に応じます。　

※問い合わせは、子ども家庭支援センター

　　　　　　　　　　　　　　　　☎８５－２６１１
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浅
見
雅
孝

環
境
整
備
課
課
長
補
佐
兼
土

木
建
築
係
長
＝
企
画
財
政
課

庁
舎
建
設
担
当
兼
務

［
昇
格
・
新
設
〕

　
　
　
　
　
　
角
田
康
一
郎

教
育
課
課
長
補
佐
兼
学
務
係

長
　
　
　［
昇
格
］
川
俣
哲
也

○
係
長
職

住
民
課
総
合
窓
口
係
長

　
　
　
　
　
　
　
土
田
規
子

福
祉
保
健
課
福
祉
係
長

　
　
　
　
　
　
　
原
島
賢
一

福
祉
保
健
課
地
域
支
援
係
長

加
藤
紀
子

福
祉
保
健
課
こ
ど
も
事
業
調

整
係
長

　
　〔
新
設
〕

緒
方
星
超

福
祉
保
健
課
子
育
て
推
進
係

長
　
　〔
昇
格
〕

杉
山
美
樹

観
光
産
業
課
観
光
商
工
係
長

　
　
　
　
　
　
　
原
島
大
輔

環
境
整
備
課
用
地
対
策
係
長

　
　
　
　
　
　
　
岡
部
直
樹

環
境
整
備
課
環
境
係
長

　
　
　
　
　
　
　
清
水
幸
則

環
境
整
備
課
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
担
当
係
長

〔
職
名
変
更
〕

原
島
信
幸

教
育
課
水
と
緑
の
ふ
れ
あ
い

館
係
長（
ふ
れ
あ
い
館
担
当
）

　
　
　
　
　
　
　
西
岡
道
代

教
育
課
水
と
緑
の
ふ
れ
あ
い

館
係
長
（
文
化
財
担
当
）

　
　
　
　
　
　
　
木
宮
則
徳

○
退
職
者
（
前
年
度
中
）

原
島
滋
隆（
議
会
事
務
局
長
）

【
奥
多
摩
病
院

東
京
都
派
遣
医
師
の
異
動
】

○
着
任

４
月
１
日
付

　
　
　
高
梨

俊
洋（
内
科
）

　
　
　
成
田

理
紗（
内
科
）

○
転
任

３
月
31
日
付

　
　
　小
林

史
典（
内
科
）

　
　
　櫛
渕

　
　
澪（
内
科
）

み
ん
な
の
情
報
局

◎
サ
ッ
カ
ー
教
室
参
加
者
募
集

ジ
ュ
ニ
ア
育
成
地
域
推
進

事
業
の
一
環
と
し
て
、
小
学

生
・
中
学
生
・
高
校
生
を
対
象

に
サ
ッ
カ
ー
教
室
を
開
催
し
ま

す
。

〔
日
時
〕
４
月
12
日
（
水
）
か

ら
の
毎
週
水
曜
日

午
後
４
時
か
ら

〔
会
場
〕
氷
川
小
学
校
（
校
庭
・

体
育
館
）

〔
対
象
者
〕
小
学
生
・
中
学
生
・

高
校
生（
成
人
の
方
の
参
加
可
）

〔
内
容
〕
基
本
練
習
か
ら
簡
単

な
試
合
ま
で

＊
運
動
の
で
き
る
服
装
で
参
加

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

氷
川
Ｆ
Ｃ

代
表

宇
佐
美
敏
郎

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
４
０
３
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役
場
職
員
の
異
動

学
童
指
導
員
募
集

《
役
場
職
員
の
異
動
・
４
月
１
日
付
》*

係
長
職
以
上

令和 ５年度学童指導員募集
（会計年度任用職員）

〔採用予定日〕令和５年４月中

〔勤務内容〕町内学童クラブで児童の保育、指導

〔勤務条件〕

○任　　期／令和６年３月３１日まで

　　　　　　(勤務成績良好時は再度任用 )

○勤 務 日／シフト制勤務（不定日で土曜勤務あり）

○勤務時間／小学校放課後から午後６時３０分頃まで

　学校休業日は、午前８時頃から午後６時３０分頃まで

　（いずれも内６時間）＊時間外勤務の場合あり

○報酬手当／時給１，１６３円～

○期末手当／支給要件を満たした場合に支給

○通勤費用／町規定により支給

〔申込方法〕

　町ホームページに掲載の「会計年度任用職員募集のお

知らせ」にある採用申込書 (写真添付 )に必要事項を記

載のうえ、本人または代理人が直接総務課に持参、また

は郵送（簡易書留）

〔申込期日〕４月２８日 (金 )必着

〔選考方法〕書類選考・面接（書類選考合格者対象）

〔その他〕資格、勤務日など、ご相談に応じます。　

※問い合わせは、子ども家庭支援センター

　　　　　　　　　　　　　　　　☎８５－２６１１

○
課
長
職

観
光
産
業
課
自
然
公
園
施
設

担
当
課
長
兼
山
の
ふ
る
さ
と

村
係
長

［
昇
格
・
新
設
〕  
神
山
正
明

環
境
整
備
課
環
境
担
当
主
幹

〔
昇
格
・
新
設
〕

原
島

保

教
育
課
長

　
　
　［
昇
格
］

清
水
俊
雄

議
会
事
務
局
長

　
　
　
　
　
　
　
新
島
和
貴

○
課
長
補
佐
職

若
者
定
住
推
進
課
課
長
補
佐

兼
若
者
定
住
推
進
係
長

　
　
　
　
　
　
　
山
宮
淳
也

総
務
課
課
長
補
佐
兼
電
子
計

算
係
長

　
　
　［
昇
格
］
浅
見
雅
孝

環
境
整
備
課
課
長
補
佐
兼
土

木
建
築
係
長
＝
企
画
財
政
課

庁
舎
建
設
担
当
兼
務

［
昇
格
・
新
設
〕

　
　
　
　
　
　
角
田
康
一
郎

教
育
課
課
長
補
佐
兼
学
務
係

長
　
　
　［
昇
格
］
川
俣
哲
也

○
係
長
職

住
民
課
総
合
窓
口
係
長

　
　
　
　
　
　
　
土
田
規
子

福
祉
保
健
課
福
祉
係
長

　
　
　
　
　
　
　
原
島
賢
一

福
祉
保
健
課
地
域
支
援
係
長

加
藤
紀
子

福
祉
保
健
課
こ
ど
も
事
業
調

整
係
長

　
　〔
新
設
〕

緒
方
星
超

福
祉
保
健
課
子
育
て
推
進
係

長
　
　〔
昇
格
〕

杉
山
美
樹

観
光
産
業
課
観
光
商
工
係
長

　
　
　
　
　
　
　
原
島
大
輔

環
境
整
備
課
用
地
対
策
係
長

　
　
　
　
　
　
　
岡
部
直
樹

環
境
整
備
課
環
境
係
長

　
　
　
　
　
　
　
清
水
幸
則

環
境
整
備
課
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
担
当
係
長

〔
職
名
変
更
〕

原
島
信
幸

教
育
課
水
と
緑
の
ふ
れ
あ
い

館
係
長（
ふ
れ
あ
い
館
担
当
）

　
　
　
　
　
　
　
西
岡
道
代

教
育
課
水
と
緑
の
ふ
れ
あ
い

館
係
長
（
文
化
財
担
当
）

　
　
　
　
　
　
　
木
宮
則
徳

○
退
職
者
（
前
年
度
中
）

原
島
滋
隆（
議
会
事
務
局
長
）

【
奥
多
摩
病
院

東
京
都
派
遣
医
師
の
異
動
】

○
着
任

４
月
１
日
付

　
　
　
高
梨

俊
洋（
内
科
）

　
　
　
成
田

理
紗（
内
科
）

○
転
任

３
月
31
日
付

　
　
　小
林

史
典（
内
科
）

　
　
　櫛
渕

　
　
澪（
内
科
）

み
ん
な
の
情
報
局

◎
サ
ッ
カ
ー
教
室
参
加
者
募
集

ジ
ュ
ニ
ア
育
成
地
域
推
進

事
業
の
一
環
と
し
て
、
小
学

生
・
中
学
生
・
高
校
生
を
対
象

に
サ
ッ
カ
ー
教
室
を
開
催
し
ま

す
。

〔
日
時
〕
４
月
12
日
（
水
）
か

ら
の
毎
週
水
曜
日

午
後
４
時
か
ら

〔
会
場
〕
氷
川
小
学
校
（
校
庭
・

体
育
館
）

〔
対
象
者
〕
小
学
生
・
中
学
生
・

高
校
生（
成
人
の
方
の
参
加
可
）

〔
内
容
〕
基
本
練
習
か
ら
簡
単

な
試
合
ま
で

＊
運
動
の
で
き
る
服
装
で
参
加

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

氷
川
Ｆ
Ｃ

代
表

宇
佐
美
敏
郎

　
　
　
　
　
☎
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‐
２
４
０
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～
令
和
５
年
３
月
２
日
現
在
、

青
梅
警
察
署
管
内
の
特
殊
詐
欺

被
害
～

特
殊
詐
欺
の
被
害
が
1
件

発
生
し
て
お
り
、
被
害
額
は

１
３
０
万
円
で
す
。

特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
３
件
、
被
害
防
止
金
額
は

65
万
円
で
す
。

【
タ
ン
ス
貯
金
に
注
意
】

「
金
融
機
関
が
遠
い
か
ら
」

「
何
か
あ
っ
た
と
き
す
ぐ
使

え
る
よ
う
に
」

こ
の
よ
う
な
理
由
で
タ
ン
ス

預
金
を
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

タ
ン
ス
預
金
に
は
様
々
な
危

険
性
が
あ
り
ま
す
。

■

特
殊
詐
欺

■

詐
欺
犯
人
は
、
警
察
に
捕
ま

ら
な
い
よ
う
に
、
と
に
か
く
急

い
で
金
銭
を
奪
い
取
ろ
う
と
し

ま
す
。
み
な
さ
ん
に
「
今
日
中

に
手
続
き
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」「
今
す
ぐ
に
お
金
が
必
要
」

と
急
が
せ
る
よ
う
な
言
い
回
し

を
し
て
、
お
金
を
準
備
さ
せ
よ

▼
青
梅
警
察
署

か
ら
お
知
ら
せ
▲

う
と
し
ま
す
。

日
頃
か
ら
特
殊
詐
欺
に
遭
わ
な

い
よ
う
気
を
つ
け
て
い
る
人
で

も
、
焦
っ
て
騙
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
時
、
タ
ン
ス
預
金
が

あ
る
と
す
ぐ
に
犯
人
の
手
に
お

金
が
渡
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

■

強
盗
・
窃
盗

■

詐
欺
被
害
に
遭
わ
ず
に
す
ん

だ
と
し
て
も
、
犯
人
グ
ル
ー
プ

が
、「
自
宅
に
現
金
を
保
管
し

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
し
ま
っ
た
ら
、
次
に
空
き
巣

や
忍
び
込
み
（
家
人
が
就
寝
中

に
犯
人
が
自
宅
へ
侵
入
し
、
窃

盗
を
行
う
こ
と
）、
さ
ら
に
は

強
盗
事
件
に
発
展
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

ご
年
齢
や
身
体
状
況
な
ど
、

各
家
庭
様
々
な
事
情
が
あ
る
と

は
思
い
ま
す
が
、
タ
ン
ス
預
金

は
犯
罪
被
害
に
遭
う
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
知
り
、
今
一
度
保

管
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
　
　
　  

☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

関
係
機
関
の
お
知
ら
せ

ほ
か

青
梅
商
工
会
議
所

　
　か
ら
お
知
ら
せ

☆
合
同
企
業
説
明
会

　
　
　
　
　
　参
加
者
募
集

令
和
６
年
３
月
卒
業
見
込
み

の
学
生
を
対
象
に
つ
ぎ
の
日
程

で
、
合
同
企
業
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

現
在
、
地
元
で
就
職
を
検
討

し
て
い
る
学
生
の
み
な
さ
ん
の

参
加
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

〔
日
時
〕
６
月
８
日
（
木
）

　
　
　
午
後
２
時
～
４
時
30
分

〔
会
場
〕
ネ
ッ
ツ
た
ま
ぐ
ー
セ

ン
タ
ー
（
青
梅
市
文
化
交
流
セ

ン
タ
ー
）

〔
参
加
企
業
〕
青
梅
市
、
青
梅

商
工
会
議
所
、
青
梅
・
奥
多
摩

の
企
業
な
ど
、
計
14
社

〔
参
加
費
〕
無
料

〔
申
込
期
限
〕
５
月
末
日
ま
で

＊
参
加
企
業
の
詳
細
、

申
し
込
み
は
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

参
照
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
商
工

会
議
所
　
　
☎
23
‐
０
１
１
１

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
の
お

知
ら
せ

東
京
都
主
税
局
で
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
実
施
し
ま

す
。

〔
公
売
申
込
期
間
〕
４
月
18
日

（
火
）
午
後
１
時
～
５
月
９
日

（
火
）
午
後
11
時

〔
せ
り
売
り
期
間
（
動
産
、
自

動
車
）
〕
５
月
16
日
（
火
）
午

後
１
時
～
18
日
（
木
）
午
後
11

時〔
入
札
期
間
（
不
動
産
な
ど
）
〕

５
月
16
日
（
火
）
午
後
１
時
～

23
日
（
火
）
午
後
１
時

＊
問
い
合
わ
せ
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
東
京
都
主
税
局

徴
収
部
機
動
整
理
課
公
売
班

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
２
７

【予防接種のお知らせ】
【日本脳炎Ⅱ期追加未接種の方へ】

　平成１６年４月２日～平成１７年４月１日生まれの方は令和６

年３月３１日まで受けることができます。これ以降は、公費で受

けることができなくなりますので、この機会にお受けください。

　予診票を紛失された方は、再発行のため母子健康手帳をお持ち

の上、保健福祉センター窓口までお越しください。

※問い合わせは、福祉保健課 ☎８３－２７７７

【
東
京
し
ご
と

　
　
セ
ン
タ
ー
多
摩
】

様
々
な
就
業
支
援
セ
ミ
ナ

ー
な
ど
実
施
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
参
照

く
だ
さ
い
。

腰痛、肩こり、のぼせ、耳鳴り、
食欲不振、頻尿、不眠、片頭痛
膝痛、更年期障害など体調不良
な方、ご相談下さい。

☆各種保険取扱 ☆往診可
☆医療保険（ 割負担） 円
     ０９０－７７２３－４０９５

ヨシダ鍼灸院 古里駅そば
毎週火、木

20

１

３

５

　
　８

10

　
　13

15

　
　18

20

　
　23

25

　
　28

30

　
　33

35

　
　38

40

　
　43

45

　
　48

50

　
　53

55

　
　58

60

62

No.832 令和 5年 4月 5日広 報 お く た ま

4月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院
≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月曜日・火曜日・水曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊内科診療のみ・前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○毎週火曜日　　　 午後2時～3時（整形外科）

　○毎月３回金曜日（内1回は訪問診療）午後2時30分～3時30分（内科）

≪日原診療所≫

　○毎月３回木曜日　 午後2時～3時（内科）

　〇木曜日（４週に１回）　午後1時30分～2時30分（整形外科）

◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎０４２８-８３-２１４５

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/

　　　　　　　　　　 kakuka/ka/biyouin.html

  ■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。

子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン

奥
多
摩
病
院
ほ
か

　　　 国民健康保険

　後期高齢者医療制度　　

　の健康診査の予約受付

奥多摩病院では、国民健康保険・

後期高齢者医療制度の健康診査の予約

を４月１０日（月）より開始します。

　予約をされる方は、平日の午後１時

から４時３０分までの間に電話または

奥多摩病院の受付でご予約ください。

　健診の詳しい内容は５ページをご覧

ください。

※予約・問い合わせは、

　　　奥多摩病院　☎８３－２１４５

～令和５年４月からシルガード９Ⓡ（９価のワクチン）も接種できます～

　子宮頸がんは、子宮の出口（頸部）にできるがんで、ほとんどがヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ )

の感染が原因で発症することがわかっています。そのため、町では子宮頸がんワクチンの接種を、町内

の医療機関で行っています。

【接種対象者】

・１２歳となる日の属する年度の初日から１６歳となる日の属する年度の末日までの方

　（小学校６年生から高校１年生の女子）

・ ＨＰＶワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方（平成９年４月２日から平成

  ２０年４月１日生まれの女性）で、過去にＨＰＶワクチン接種を合計３回受けていない方（キャッチ

　アップ接種の対象者）

＊令和７年３月３１日まで無料で接種を受けられます。なお、対象者の方には、昨年予診票を郵送して

　おります。予診票を紛失された方は、母子健康手帳持参のうえ、保健福祉センターまでお越しください。

【接種できる医療機関】

ワクチン接種を希望される場合は、下記の医療機関へ必ず事前に電話などで予約してください。

双葉会診療所　☎８３－３４５４・古里診療所　☎８３－８７５７ ・奥多摩病院　☎８３－２１４５

【ワクチンの種類】

　令和５年４月からガーダシルⓇ、サーバリックスⓇの他にシルガード９Ⓡ（９価のワクチン）も接種

できることとなりました。

　ワクチンの種類・接種間隔など詳しくは、厚生労働省ホームページでご確認いただけます。

【接種にかかる費用】無料（全額公費で行うため費用はかかりません）

子宮頸がんワクチン接種に関するご相談は、町の保健師までご連絡ください。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

子宮頚がんワクチン接種について
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No.832 2023 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

～
令
和
５
年
３
月
２
日
現
在
、

青
梅
警
察
署
管
内
の
特
殊
詐
欺

被
害
～

特
殊
詐
欺
の
被
害
が
1
件

発
生
し
て
お
り
、
被
害
額
は

１
３
０
万
円
で
す
。

特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
３
件
、
被
害
防
止
金
額
は

65
万
円
で
す
。

【
タ
ン
ス
貯
金
に
注
意
】

「
金
融
機
関
が
遠
い
か
ら
」

「
何
か
あ
っ
た
と
き
す
ぐ
使

え
る
よ
う
に
」

こ
の
よ
う
な
理
由
で
タ
ン
ス

預
金
を
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

タ
ン
ス
預
金
に
は
様
々
な
危

険
性
が
あ
り
ま
す
。

■

特
殊
詐
欺

■

詐
欺
犯
人
は
、
警
察
に
捕
ま

ら
な
い
よ
う
に
、
と
に
か
く
急

い
で
金
銭
を
奪
い
取
ろ
う
と
し

ま
す
。
み
な
さ
ん
に
「
今
日
中

に
手
続
き
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」「
今
す
ぐ
に
お
金
が
必
要
」

と
急
が
せ
る
よ
う
な
言
い
回
し

を
し
て
、
お
金
を
準
備
さ
せ
よ

▼
青
梅
警
察
署

か
ら
お
知
ら
せ
▲

う
と
し
ま
す
。

日
頃
か
ら
特
殊
詐
欺
に
遭
わ
な

い
よ
う
気
を
つ
け
て
い
る
人
で

も
、
焦
っ
て
騙
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
時
、
タ
ン
ス
預
金
が

あ
る
と
す
ぐ
に
犯
人
の
手
に
お

金
が
渡
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

■

強
盗
・
窃
盗

■

詐
欺
被
害
に
遭
わ
ず
に
す
ん

だ
と
し
て
も
、
犯
人
グ
ル
ー
プ

が
、「
自
宅
に
現
金
を
保
管
し

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
し
ま
っ
た
ら
、
次
に
空
き
巣

や
忍
び
込
み
（
家
人
が
就
寝
中

に
犯
人
が
自
宅
へ
侵
入
し
、
窃

盗
を
行
う
こ
と
）、
さ
ら
に
は

強
盗
事
件
に
発
展
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

ご
年
齢
や
身
体
状
況
な
ど
、

各
家
庭
様
々
な
事
情
が
あ
る
と

は
思
い
ま
す
が
、
タ
ン
ス
預
金

は
犯
罪
被
害
に
遭
う
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
知
り
、
今
一
度
保

管
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
　
　
　  

☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

関
係
機
関
の
お
知
ら
せ

ほ
か

青
梅
商
工
会
議
所

　
　か
ら
お
知
ら
せ

☆
合
同
企
業
説
明
会

　
　
　
　
　
　参
加
者
募
集

令
和
６
年
３
月
卒
業
見
込
み

の
学
生
を
対
象
に
つ
ぎ
の
日
程

で
、
合
同
企
業
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

現
在
、
地
元
で
就
職
を
検
討

し
て
い
る
学
生
の
み
な
さ
ん
の

参
加
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

〔
日
時
〕
６
月
８
日
（
木
）

　
　
　
午
後
２
時
～
４
時
30
分

〔
会
場
〕
ネ
ッ
ツ
た
ま
ぐ
ー
セ

ン
タ
ー
（
青
梅
市
文
化
交
流
セ

ン
タ
ー
）

〔
参
加
企
業
〕
青
梅
市
、
青
梅

商
工
会
議
所
、
青
梅
・
奥
多
摩

の
企
業
な
ど
、
計
14
社

〔
参
加
費
〕
無
料

〔
申
込
期
限
〕
５
月
末
日
ま
で

＊
参
加
企
業
の
詳
細
、

申
し
込
み
は
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

参
照
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
商
工

会
議
所
　
　
☎
23
‐
０
１
１
１

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
の
お

知
ら
せ

東
京
都
主
税
局
で
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
実
施
し
ま

す
。

〔
公
売
申
込
期
間
〕
４
月
18
日

（
火
）
午
後
１
時
～
５
月
９
日

（
火
）
午
後
11
時

〔
せ
り
売
り
期
間
（
動
産
、
自

動
車
）
〕
５
月
16
日
（
火
）
午

後
１
時
～
18
日
（
木
）
午
後
11

時〔
入
札
期
間
（
不
動
産
な
ど
）
〕

５
月
16
日
（
火
）
午
後
１
時
～

23
日
（
火
）
午
後
１
時

＊
問
い
合
わ
せ
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
東
京
都
主
税
局

徴
収
部
機
動
整
理
課
公
売
班

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
２
７

【予防接種のお知らせ】
【日本脳炎Ⅱ期追加未接種の方へ】

　平成１６年４月２日～平成１７年４月１日生まれの方は令和６

年３月３１日まで受けることができます。これ以降は、公費で受

けることができなくなりますので、この機会にお受けください。

　予診票を紛失された方は、再発行のため母子健康手帳をお持ち

の上、保健福祉センター窓口までお越しください。

※問い合わせは、福祉保健課 ☎８３－２７７７

【
東
京
し
ご
と

　
　
セ
ン
タ
ー
多
摩
】

様
々
な
就
業
支
援
セ
ミ
ナ

ー
な
ど
実
施
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
参
照

く
だ
さ
い
。

腰痛、肩こり、のぼせ、耳鳴り、
食欲不振、頻尿、不眠、片頭痛
膝痛、更年期障害など体調不良
な方、ご相談下さい。

☆各種保険取扱 ☆往診可
☆医療保険（ 割負担） 円
     ０９０－７７２３－４０９５

ヨシダ鍼灸院 古里駅そば
毎週火、木
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う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
時
、
タ
ン
ス
預
金
が

あ
る
と
す
ぐ
に
犯
人
の
手
に
お

金
が
渡
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

■

強
盗
・
窃
盗

■

詐
欺
被
害
に
遭
わ
ず
に
す
ん

だ
と
し
て
も
、
犯
人
グ
ル
ー
プ

が
、「
自
宅
に
現
金
を
保
管
し

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
し
ま
っ
た
ら
、
次
に
空
き
巣

や
忍
び
込
み
（
家
人
が
就
寝
中

に
犯
人
が
自
宅
へ
侵
入
し
、
窃

盗
を
行
う
こ
と
）、
さ
ら
に
は

強
盗
事
件
に
発
展
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

ご
年
齢
や
身
体
状
況
な
ど
、

各
家
庭
様
々
な
事
情
が
あ
る
と

は
思
い
ま
す
が
、
タ
ン
ス
預
金

は
犯
罪
被
害
に
遭
う
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
知
り
、
今
一
度
保

管
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
　
　
　  

☎
22
‐
０
１
１
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内
線
２
１
６
２

関
係
機
関
の
お
知
ら
せ

ほ
か

青
梅
商
工
会
議
所

　
　か
ら
お
知
ら
せ

☆
合
同
企
業
説
明
会

　
　
　
　
　
　参
加
者
募
集

令
和
６
年
３
月
卒
業
見
込
み

の
学
生
を
対
象
に
つ
ぎ
の
日
程

で
、
合
同
企
業
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

現
在
、
地
元
で
就
職
を
検
討

し
て
い
る
学
生
の
み
な
さ
ん
の

参
加
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

〔
日
時
〕
６
月
８
日
（
木
）

　
　
　
午
後
２
時
～
４
時
30
分

〔
会
場
〕
ネ
ッ
ツ
た
ま
ぐ
ー
セ

ン
タ
ー
（
青
梅
市
文
化
交
流
セ

ン
タ
ー
）

〔
参
加
企
業
〕
青
梅
市
、
青
梅

商
工
会
議
所
、
青
梅
・
奥
多
摩

の
企
業
な
ど
、
計
14
社

〔
参
加
費
〕
無
料

〔
申
込
期
限
〕
５
月
末
日
ま
で

＊
参
加
企
業
の
詳
細
、

申
し
込
み
は
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

参
照
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
商
工

会
議
所
　
　
☎
23
‐
０
１
１
１

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
の
お

知
ら
せ

東
京
都
主
税
局
で
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
実
施
し
ま

す
。

〔
公
売
申
込
期
間
〕
４
月
18
日

（
火
）
午
後
１
時
～
５
月
９
日

（
火
）
午
後
11
時

〔
せ
り
売
り
期
間
（
動
産
、
自

動
車
）
〕
５
月
16
日
（
火
）
午

後
１
時
～
18
日
（
木
）
午
後
11

時〔
入
札
期
間
（
不
動
産
な
ど
）
〕

５
月
16
日
（
火
）
午
後
１
時
～

23
日
（
火
）
午
後
１
時

＊
問
い
合
わ
せ
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
東
京
都
主
税
局

徴
収
部
機
動
整
理
課
公
売
班

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
２
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【予防接種のお知らせ】
【日本脳炎Ⅱ期追加未接種の方へ】

　平成１６年４月２日～平成１７年４月１日生まれの方は令和６

年３月３１日まで受けることができます。これ以降は、公費で受

けることができなくなりますので、この機会にお受けください。

　予診票を紛失された方は、再発行のため母子健康手帳をお持ち

の上、保健福祉センター窓口までお越しください。

※問い合わせは、福祉保健課 ☎８３－２７７７

【
東
京
し
ご
と

　
　
セ
ン
タ
ー
多
摩
】

様
々
な
就
業
支
援
セ
ミ
ナ

ー
な
ど
実
施
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
参
照

く
だ
さ
い
。

腰痛、肩こり、のぼせ、耳鳴り、
食欲不振、頻尿、不眠、片頭痛
膝痛、更年期障害など体調不良
な方、ご相談下さい。

☆各種保険取扱 ☆往診可
☆医療保険（ 割負担） 円
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令
和
５
年
３
月
２
日
現
在
、

青
梅
警
察
署
管
内
の
特
殊
詐
欺

被
害
～

特
殊
詐
欺
の
被
害
が
1
件

発
生
し
て
お
り
、
被
害
額
は

１
３
０
万
円
で
す
。

特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
３
件
、
被
害
防
止
金
額
は

65
万
円
で
す
。

【
タ
ン
ス
貯
金
に
注
意
】

「
金
融
機
関
が
遠
い
か
ら
」

「
何
か
あ
っ
た
と
き
す
ぐ
使

え
る
よ
う
に
」

こ
の
よ
う
な
理
由
で
タ
ン
ス

預
金
を
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

タ
ン
ス
預
金
に
は
様
々
な
危

険
性
が
あ
り
ま
す
。

■

特
殊
詐
欺

■

詐
欺
犯
人
は
、
警
察
に
捕
ま

ら
な
い
よ
う
に
、
と
に
か
く
急

い
で
金
銭
を
奪
い
取
ろ
う
と
し

ま
す
。
み
な
さ
ん
に
「
今
日
中

に
手
続
き
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」「
今
す
ぐ
に
お
金
が
必
要
」

と
急
が
せ
る
よ
う
な
言
い
回
し

を
し
て
、
お
金
を
準
備
さ
せ
よ

▼
青
梅
警
察
署

か
ら
お
知
ら
せ
▲

う
と
し
ま
す
。

日
頃
か
ら
特
殊
詐
欺
に
遭
わ
な

い
よ
う
気
を
つ
け
て
い
る
人
で

も
、
焦
っ
て
騙
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
時
、
タ
ン
ス
預
金
が

あ
る
と
す
ぐ
に
犯
人
の
手
に
お

金
が
渡
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

■

強
盗
・
窃
盗

■

詐
欺
被
害
に
遭
わ
ず
に
す
ん

だ
と
し
て
も
、
犯
人
グ
ル
ー
プ

が
、「
自
宅
に
現
金
を
保
管
し

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
し
ま
っ
た
ら
、
次
に
空
き
巣

や
忍
び
込
み
（
家
人
が
就
寝
中

に
犯
人
が
自
宅
へ
侵
入
し
、
窃

盗
を
行
う
こ
と
）、
さ
ら
に
は

強
盗
事
件
に
発
展
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

ご
年
齢
や
身
体
状
況
な
ど
、

各
家
庭
様
々
な
事
情
が
あ
る
と

は
思
い
ま
す
が
、
タ
ン
ス
預
金

は
犯
罪
被
害
に
遭
う
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
知
り
、
今
一
度
保

管
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
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和
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月
卒
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見
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み

の
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を
対
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に
つ
ぎ
の
日
程

で
、
合
同
企
業
説
明
会
を
開
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し
ま
す
。

現
在
、
地
元
で
就
職
を
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討

し
て
い
る
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生
の
み
な
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ん
の

参
加
を
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し
て
い
ま
す
。
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日
時
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（
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）
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後
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限
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月
末
日
ま
で
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参
加
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業
の
詳
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、
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し
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み
は
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Ｑ
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ド
を
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だ
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京
都
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公
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を
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ま

す
。
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（
火
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午
後
１
時
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せ
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（
動
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車
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月
16
日
（
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）
午
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18
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（
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午
後
11

時〔
入
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（
不
動
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月
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）
午
後
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時
～
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日
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年３月３１日まで受けることができます。これ以降は、公費で受

けることができなくなりますので、この機会にお受けください。

　予診票を紛失された方は、再発行のため母子健康手帳をお持ち

の上、保健福祉センター窓口までお越しください。
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【
東
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し
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多
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】

様
々
な
就
業
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ー
な
ど
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て
い
ま
す
。

詳
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は
Ｑ
Ｒ
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ド
を
参
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く
だ
さ
い
。

腰痛、肩こり、のぼせ、耳鳴り、
食欲不振、頻尿、不眠、片頭痛
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日
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青
梅
警
察
署
管
内
の
特
殊
詐
欺

被
害
～

特
殊
詐
欺
の
被
害
が
1
件

発
生
し
て
お
り
、
被
害
額
は

１
３
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万
円
で
す
。

特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
３
件
、
被
害
防
止
金
額
は

65
万
円
で
す
。

【
タ
ン
ス
貯
金
に
注
意
】

「
金
融
機
関
が
遠
い
か
ら
」

「
何
か
あ
っ
た
と
き
す
ぐ
使

え
る
よ
う
に
」

こ
の
よ
う
な
理
由
で
タ
ン
ス

預
金
を
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

タ
ン
ス
預
金
に
は
様
々
な
危

険
性
が
あ
り
ま
す
。

■

特
殊
詐
欺

■

詐
欺
犯
人
は
、
警
察
に
捕
ま

ら
な
い
よ
う
に
、
と
に
か
く
急

い
で
金
銭
を
奪
い
取
ろ
う
と
し

ま
す
。
み
な
さ
ん
に
「
今
日
中

に
手
続
き
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」「
今
す
ぐ
に
お
金
が
必
要
」

と
急
が
せ
る
よ
う
な
言
い
回
し

を
し
て
、
お
金
を
準
備
さ
せ
よ

▼
青
梅
警
察
署

か
ら
お
知
ら
せ
▲

う
と
し
ま
す
。

日
頃
か
ら
特
殊
詐
欺
に
遭
わ
な

い
よ
う
気
を
つ
け
て
い
る
人
で

も
、
焦
っ
て
騙
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
時
、
タ
ン
ス
預
金
が

あ
る
と
す
ぐ
に
犯
人
の
手
に
お

金
が
渡
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

■

強
盗
・
窃
盗

■

詐
欺
被
害
に
遭
わ
ず
に
す
ん

だ
と
し
て
も
、
犯
人
グ
ル
ー
プ

が
、「
自
宅
に
現
金
を
保
管
し

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
し
ま
っ
た
ら
、
次
に
空
き
巣

や
忍
び
込
み
（
家
人
が
就
寝
中

に
犯
人
が
自
宅
へ
侵
入
し
、
窃

盗
を
行
う
こ
と
）、
さ
ら
に
は

強
盗
事
件
に
発
展
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

ご
年
齢
や
身
体
状
況
な
ど
、

各
家
庭
様
々
な
事
情
が
あ
る
と

は
思
い
ま
す
が
、
タ
ン
ス
預
金

は
犯
罪
被
害
に
遭
う
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
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、
今
一
度
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法
に
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ま
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の
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を
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象
に
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ぎ
の
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で
、
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同
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業
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明
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を
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し
ま
す
。

現
在
、
地
元
で
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の
み
な
さ
ん
の
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を
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。
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、
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で
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し
ま
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。

〔
公
売
申
込
期
間
〕
４
月
18
日

（
火
）
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時

〔
せ
り
売
り
期
間
（
動
産
、
自

動
車
）
〕
５
月
16
日
（
火
）
午

後
１
時
～
18
日
（
木
）
午
後
11

時〔
入
札
期
間
（
不
動
産
な
ど
）
〕

５
月
16
日
（
火
）
午
後
１
時
～

23
日
（
火
）
午
後
１
時

＊
問
い
合
わ
せ
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
東
京
都
主
税
局

徴
収
部
機
動
整
理
課
公
売
班

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
２
７

【予防接種のお知らせ】
【日本脳炎Ⅱ期追加未接種の方へ】

　平成１６年４月２日～平成１７年４月１日生まれの方は令和６

年３月３１日まで受けることができます。これ以降は、公費で受

けることができなくなりますので、この機会にお受けください。

　予診票を紛失された方は、再発行のため母子健康手帳をお持ち

の上、保健福祉センター窓口までお越しください。

※問い合わせは、福祉保健課 ☎８３－２７７７

【
東
京
し
ご
と

　
　
セ
ン
タ
ー
多
摩
】

様
々
な
就
業
支
援
セ
ミ
ナ

ー
な
ど
実
施
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
参
照

く
だ
さ
い
。

腰痛、肩こり、のぼせ、耳鳴り、� �
食欲不振、頻尿、不眠、片頭痛� � �
膝痛、更年期障害など体調不良� � � � �
な方、ご相談下さい。� � �

☆各種保険取扱 ☆往診可
☆医療保険（� 割負担）����� 円
     ０９０－７７２３－４０９５

ヨシダ鍼灸院 古里駅そば
毎週火、木
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～
令
和
５
年
３
月
２
日
現
在
、

青
梅
警
察
署
管
内
の
特
殊
詐
欺

被
害
～

特
殊
詐
欺
の
被
害
が
1
件

発
生
し
て
お
り
、
被
害
額
は

１
３
０
万
円
で
す
。

特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
３
件
、
被
害
防
止
金
額
は

65
万
円
で
す
。

【
タ
ン
ス
貯
金
に
注
意
】

「
金
融
機
関
が
遠
い
か
ら
」

「
何
か
あ
っ
た
と
き
す
ぐ
使

え
る
よ
う
に
」

こ
の
よ
う
な
理
由
で
タ
ン
ス

預
金
を
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

タ
ン
ス
預
金
に
は
様
々
な
危

険
性
が
あ
り
ま
す
。

■

特
殊
詐
欺

■

詐
欺
犯
人
は
、
警
察
に
捕
ま

ら
な
い
よ
う
に
、
と
に
か
く
急

い
で
金
銭
を
奪
い
取
ろ
う
と
し

ま
す
。
み
な
さ
ん
に
「
今
日
中

に
手
続
き
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」「
今
す
ぐ
に
お
金
が
必
要
」

と
急
が
せ
る
よ
う
な
言
い
回
し

を
し
て
、
お
金
を
準
備
さ
せ
よ

▼
青
梅
警
察
署

か
ら
お
知
ら
せ
▲

う
と
し
ま
す
。

日
頃
か
ら
特
殊
詐
欺
に
遭
わ
な

い
よ
う
気
を
つ
け
て
い
る
人
で

も
、
焦
っ
て
騙
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
時
、
タ
ン
ス
預
金
が

あ
る
と
す
ぐ
に
犯
人
の
手
に
お

金
が
渡
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

■

強
盗
・
窃
盗

■

詐
欺
被
害
に
遭
わ
ず
に
す
ん

だ
と
し
て
も
、
犯
人
グ
ル
ー
プ

が
、「
自
宅
に
現
金
を
保
管
し

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
し
ま
っ
た
ら
、
次
に
空
き
巣

や
忍
び
込
み
（
家
人
が
就
寝
中

に
犯
人
が
自
宅
へ
侵
入
し
、
窃

盗
を
行
う
こ
と
）、
さ
ら
に
は

強
盗
事
件
に
発
展
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

ご
年
齢
や
身
体
状
況
な
ど
、

各
家
庭
様
々
な
事
情
が
あ
る
と

は
思
い
ま
す
が
、
タ
ン
ス
預
金

は
犯
罪
被
害
に
遭
う
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
知
り
、
今
一
度
保

管
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
　
　
　  

☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

関
係
機
関
の
お
知
ら
せ

ほ
か

青
梅
商
工
会
議
所

　
　か
ら
お
知
ら
せ

☆
合
同
企
業
説
明
会

　
　
　
　
　
　参
加
者
募
集

令
和
６
年
３
月
卒
業
見
込
み

の
学
生
を
対
象
に
つ
ぎ
の
日
程

で
、
合
同
企
業
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

現
在
、
地
元
で
就
職
を
検
討

し
て
い
る
学
生
の
み
な
さ
ん
の

参
加
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

〔
日
時
〕
６
月
８
日
（
木
）

　
　
　
午
後
２
時
～
４
時
30
分

〔
会
場
〕
ネ
ッ
ツ
た
ま
ぐ
ー
セ

ン
タ
ー
（
青
梅
市
文
化
交
流
セ

ン
タ
ー
）

〔
参
加
企
業
〕
青
梅
市
、
青
梅

商
工
会
議
所
、
青
梅
・
奥
多
摩

の
企
業
な
ど
、
計
14
社

〔
参
加
費
〕
無
料

〔
申
込
期
限
〕
５
月
末
日
ま
で

＊
参
加
企
業
の
詳
細
、

申
し
込
み
は
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

参
照
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
商
工

会
議
所
　
　
☎
23
‐
０
１
１
１

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
の
お

知
ら
せ

東
京
都
主
税
局
で
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
実
施
し
ま

す
。

〔
公
売
申
込
期
間
〕
４
月
18
日

（
火
）
午
後
１
時
～
５
月
９
日

（
火
）
午
後
11
時

〔
せ
り
売
り
期
間
（
動
産
、
自

動
車
）
〕
５
月
16
日
（
火
）
午

後
１
時
～
18
日
（
木
）
午
後
11

時〔
入
札
期
間
（
不
動
産
な
ど
）
〕

５
月
16
日
（
火
）
午
後
１
時
～

23
日
（
火
）
午
後
１
時

＊
問
い
合
わ
せ
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
東
京
都
主
税
局

徴
収
部
機
動
整
理
課
公
売
班

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
２
７

【予防接種のお知らせ】
【日本脳炎Ⅱ期追加未接種の方へ】

　平成１６年４月２日～平成１７年４月１日生まれの方は令和６

年３月３１日まで受けることができます。これ以降は、公費で受

けることができなくなりますので、この機会にお受けください。

　予診票を紛失された方は、再発行のため母子健康手帳をお持ち

の上、保健福祉センター窓口までお越しください。

※問い合わせは、福祉保健課 ☎８３－２７７７

【
東
京
し
ご
と

　
　
セ
ン
タ
ー
多
摩
】

様
々
な
就
業
支
援
セ
ミ
ナ

ー
な
ど
実
施
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
参
照

く
だ
さ
い
。

腰痛、肩こり、のぼせ、耳鳴り、� �
食欲不振、頻尿、不眠、片頭痛� � �
膝痛、更年期障害など体調不良� � � � �
な方、ご相談下さい。� � �

☆各種保険取扱 ☆往診可
☆医療保険（� 割負担）����� 円
     ０９０－７７２３－４０９５

ヨシダ鍼灸院 古里駅そば
毎週火、木
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No.832 令和 5年 4月 5日広 報 お く た ま

【
山
の
ふ
る
さ
と
村

　
　
　
　

  

体
験
教
室
】

詳
細
☟

観
光
施
設
・
行
事
な
ど
の
お
知
ら
せ

森林セラピー健康づくり事業 ～町民対象～

〔参加費〕５００円　

〔定　員〕　各２１名　＊先着順

〔受付期間〕４月１２日（水）午前８時３０分～２０日（木）午後５時１５分

＊申し込みが７名未満の際は、ツアーが中止となる場合があります。

＊申し込みは、原則、ひと月に１ツアーのみとさせていただきます。

※申し込み、問い合わせは、 福祉保健課　☎８３－２７７７

※ツアー内容の問い合わせは、

　　一般財団法人おくたま地域振興財団　☎８３－８８５５

ツ  ア  ー  名 日　　　　程

 ① 登計トレイル森林セラピーフォレストフォーレスト ５月１２日（金）

 ② 山里歩き～峰～といら畑ワラビ収穫体験 ５月２９日（月）

【
奥
多
摩
都
民
の
森

　
　

　
　
体
験
教
室
】

詳
細
☟

①
奥
多
摩
山
し
ご
と
体
験
・
第

２
回
竹
林
整
備
〈
１
泊
２
日
〉

５
月
20
日
（
土
）
～
21
日
（
日
）

②
日
帰
り
御
前
山
歩
き
・
第
２

回
御
前
山
〈
日
帰
り
〉

５
月
27
日
（
土
）

③
集
ま
れ
山
ガ
ー
ル
・
第
２
回

笠
取
山
〈
１
泊
２
日
〉

①
春
の
檜
原
・
奥
多
摩
山
歩
き

～
が
っ
つ
り
縦
走
～
〈
１
泊
２

日
ケ
ビ
ン
泊
〉

５
月
13
日
（
土
）
～
14
日
（
日
）

②
森
で
ク
ッ
キ
ン
グ
～
春
の
メ

ニ
ュ
ー
～

５
月
20
日
（
土
）

③
藍
染
と
そ
ば
打
ち
体
験

　
　
　

５
月
27
日
（
土
）

④
蚊
取
り
線
香
置
き
作
り

           

６
月
３
日
（
土
）

〔
申
込
〕
官
製
は
が
き
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

【
森
林
セ
ラ
ピ
ー
ツ
ア
ー
】

詳
細
☟

毎
月
第
１
日
曜
日
＆
第
３
木

曜
日
は
フ
ォ
レ
ス
ト

フ
ォ
ー

レ
ス
ト

奥
多
摩
森
林
セ
ラ

ピ
ー
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
ラ
ン

（FOREST for Rest)

①
春
の
森
林
ヨ
ガ/

リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
ヨ
ガ
〔
心
と
体
を
整
え
て

新
年
度
を
ス
タ
ー
ト
〕

４
月
15
日
（
土
）

②
四
季
の
森
と
ツ
ボ
に
触
れ
あ

う
『
ツ
ボ
押
し
＆
セ
ル
フ
灸
』

〔
春
の
「
木
」
編

心
と
身
体

の
デ
ト
ッ
ク
ス
〕４

月
30
日
（
日
）

③
こ
ど
も
の
日
の
奥
多
摩
森
林

セ
ラ
ピ
ー
〔
大
人
と
子
ど
も
そ

れ
ぞ
れ
の
森
じ
か
ん
〕

　
　

５
月
５
日
（
祝
）

【
登
山
・
観
光
ツ
ア
ー
】

①
登
山>

桜
を
め
ぐ
る
春
の
お

花
見
ハ
イ
ク
〔
棒
ノ
折
山
頂
の

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
〕

　
　
　
　

４
月
22
日
（
土
）

②
登
山>

御
前
山
〔
カ
タ
ク
リ

に
出
会
う
早
春
の
奥
多
摩
三

山
〕

　
　
４
月
27
日
（
木
）

★
「
町
民
割
引
価
格
」
あ
り
！

＊
各
ツ
ア
ー
と
も
参
加
費
用
が

発
生
し
ま
す
の
で
、
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
一
般
財
団

法
人
お
く
た
ま
地
域
振
興
財
団

　
　
　
　
　
☎
83-

８
８
５
５

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

８
８
５
６

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ
（h

t
t
p://

o
k
u
t
a
m
a
-t

h
e
r
a
p
y.c

o
m
/
)

６
月
３
日
（
土
）
～
４
日
（
日
）

④
奥
多
摩
山
歩
き
・
第
３
回
笠

取
山
〈
１
泊
２
日
〉

６
月
10
日
（
土
）
～
11
日
（
日
）

〔
申
込
〕
官
製
は
が
き
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
で

Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

３
６
３
３

E
-
m
a
i
l
:
o
k
u
-
m
o
r
i
@
a
x
e
l
.

ocn.ne.jp

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
都

民
の
森
管
理
事
務
所

　
　
　
　
　☎
83-

３
６
３
１

Ｅ
メ
ー
ル
で

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
86
‐
２
５
５
３

E
-
m
a
i
l
:
y
a
m
a
h
u
r
u
@
t
o
w
n
.

okutama.tokyo.j
p

☆
キ
ャ
ン
プ
場
「
ケ
ビ
ン
棟
」

宿
泊
半
額
割
引
実
施
中
（
キ
ャ

ン
プ
場
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
・

☎
86
‐
２
３
２
４
へ
）

※
問
い
合
わ
せ
は
、
山
の
ふ
る

さ
と
村
管
理
事
務
所
　
　
　

　
　
　
　
　
☎
86-

２
５
５
６
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【
山
の
ふ
る
さ
と
村

　
　
　
　

  

体
験
教
室
】

詳
細
☟

観
光
施
設
・
行
事
な
ど
の
お
知
ら
せ

森林セラピー健康づくり事業 ～町民対象～

〔参加費〕５００円　

〔定　員〕　各２１名　＊先着順

〔受付期間〕４月１２日（水）午前８時３０分～２０日（木）午後５時１５分

＊申し込みが７名未満の際は、ツアーが中止となる場合があります。

＊申し込みは、原則、ひと月に１ツアーのみとさせていただきます。

※申し込み、問い合わせは、 福祉保健課　☎８３－２７７７

※ツアー内容の問い合わせは、

　　一般財団法人おくたま地域振興財団　☎８３－８８５５

ツ  ア  ー  名 日　　　　程

 ① 登計トレイル森林セラピーフォレストフォーレスト ５月１２日（金）

 ② 山里歩き～峰～といら畑ワラビ収穫体験 ５月２９日（月）

【
奥
多
摩
都
民
の
森

　
　

　
　
体
験
教
室
】

詳
細
☟

①
奥
多
摩
山
し
ご
と
体
験
・
第

２
回
竹
林
整
備
〈
１
泊
２
日
〉

５
月
20
日
（
土
）
～
21
日
（
日
）

②
日
帰
り
御
前
山
歩
き
・
第
２

回
御
前
山
〈
日
帰
り
〉

５
月
27
日
（
土
）

③
集
ま
れ
山
ガ
ー
ル
・
第
２
回

笠
取
山
〈
１
泊
２
日
〉

①
春
の
檜
原
・
奥
多
摩
山
歩
き

～
が
っ
つ
り
縦
走
～
〈
１
泊
２

日
ケ
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※ツアー内容の問い合わせは、

　　一般財団法人おくたま地域振興財団　☎８３－８８５５

ツ  ア  ー  名 日　　　　程

 ① 登計トレイル森林セラピーフォレストフォーレスト ５月１２日（金）

 ② 山里歩き～峰～といら畑ワラビ収穫体験 ５月２９日（月）

【
奥
多
摩
都
民
の
森

　
　

　
　
体
験
教
室
】

詳
細
☟

①
奥
多
摩
山
し
ご
と
体
験
・
第

２
回
竹
林
整
備
〈
１
泊
２
日
〉

５
月
20
日
（
土
）
～
21
日
（
日
）

②
日
帰
り
御
前
山
歩
き
・
第
２

回
御
前
山
〈
日
帰
り
〉

５
月
27
日
（
土
）

③
集
ま
れ
山
ガ
ー
ル
・
第
２
回

笠
取
山
〈
１
泊
２
日
〉

①
春
の
檜
原
・
奥
多
摩
山
歩
き

～
が
っ
つ
り
縦
走
～
〈
１
泊
２

日
ケ
ビ
ン
泊
〉

５
月
13
日
（
土
）
～
14
日
（
日
）

②
森
で
ク
ッ
キ
ン
グ
～
春
の
メ

ニ
ュ
ー
～

５
月
20
日
（
土
）

③
藍
染
と
そ
ば
打
ち
体
験

　
　
　

５
月
27
日
（
土
）

④
蚊
取
り
線
香
置
き
作
り

           

６
月
３
日
（
土
）

〔
申
込
〕
官
製
は
が
き
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

【
森
林
セ
ラ
ピ
ー
ツ
ア
ー
】

詳
細
☟

毎
月
第
１
日
曜
日
＆
第
３
木

曜
日
は
フ
ォ
レ
ス
ト

フ
ォ
ー

レ
ス
ト

奥
多
摩
森
林
セ
ラ

ピ
ー
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
ラ
ン

（FOREST for Rest)

①
春
の
森
林
ヨ
ガ/

リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
ヨ
ガ
〔
心
と
体
を
整
え
て

新
年
度
を
ス
タ
ー
ト
〕

４
月
15
日
（
土
）

②
四
季
の
森
と
ツ
ボ
に
触
れ
あ

う
『
ツ
ボ
押
し
＆
セ
ル
フ
灸
』

〔
春
の
「
木
」
編

心
と
身
体

の
デ
ト
ッ
ク
ス
〕４

月
30
日
（
日
）

③
こ
ど
も
の
日
の
奥
多
摩
森
林

セ
ラ
ピ
ー
〔
大
人
と
子
ど
も
そ

れ
ぞ
れ
の
森
じ
か
ん
〕

　
　

５
月
５
日
（
祝
）

【
登
山
・
観
光
ツ
ア
ー
】

①
登
山>

桜
を
め
ぐ
る
春
の
お

花
見
ハ
イ
ク
〔
棒
ノ
折
山
頂
の

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
〕

　
　
　
　

４
月
22
日
（
土
）

②
登
山>

御
前
山
〔
カ
タ
ク
リ

に
出
会
う
早
春
の
奥
多
摩
三

山
〕

　
　
４
月
27
日
（
木
）

★
「
町
民
割
引
価
格
」
あ
り
！

＊
各
ツ
ア
ー
と
も
参
加
費
用
が

発
生
し
ま
す
の
で
、
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
一
般
財
団

法
人
お
く
た
ま
地
域
振
興
財
団

　
　
　
　
　
☎
83-

８
８
５
５

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

８
８
５
６

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ
（h

t
t
p://

o
k
u
t
a
m
a
-t

h
e
r
a
p
y.c

o
m
/
)

６
月
３
日
（
土
）
～
４
日
（
日
）

④
奥
多
摩
山
歩
き
・
第
３
回
笠

取
山
〈
１
泊
２
日
〉

６
月
10
日
（
土
）
～
11
日
（
日
）

〔
申
込
〕
官
製
は
が
き
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
で

Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

３
６
３
３

E
-
m
a
i
l
:
o
k
u
-
m
o
r
i
@
a
x
e
l
.

ocn.ne.jp

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
都

民
の
森
管
理
事
務
所

　
　
　
　
　☎
83-

３
６
３
１

Ｅ
メ
ー
ル
で

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
86
‐
２
５
５
３

E
-
m
a
i
l
:
y
a
m
a
h
u
r
u
@
t
o
w
n
.

okutama.tokyo.j
p

☆
キ
ャ
ン
プ
場
「
ケ
ビ
ン
棟
」

宿
泊
半
額
割
引
実
施
中
（
キ
ャ

ン
プ
場
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
・

☎
86
‐
２
３
２
４
へ
）

※
問
い
合
わ
せ
は
、
山
の
ふ
る

さ
と
村
管
理
事
務
所
　
　
　

　
　
　
　
　
☎
86-

２
５
５
６

22

１

３

５

　
　８

10

　
　13

15

　
　18

20

　
　23

25

　
　28

30

　
　33

35

　
　38

40

　
　43

45

　
　48

50

　
　53

55

　
　58

60

62

No.832 令和 5年 4月 5日広 報 お く た ま

【
山
の
ふ
る
さ
と
村

　
　
　
　

  

体
験
教
室
】

詳
細
☟

観
光
施
設
・
行
事
な
ど
の
お
知
ら
せ

森林セラピー健康づくり事業 ～町民対象～

〔参加費〕５００円　

〔定　員〕　各２１名　＊先着順

〔受付期間〕４月１２日（水）午前８時３０分～２０日（木）午後５時１５分

＊申し込みが７名未満の際は、ツアーが中止となる場合があります。

＊申し込みは、原則、ひと月に１ツアーのみとさせていただきます。

※申し込み、問い合わせは、 福祉保健課　☎８３－２７７７

※ツアー内容の問い合わせは、

　　一般財団法人おくたま地域振興財団　☎８３－８８５５

ツ  ア  ー  名 日　　　　程

 ① 登計トレイル森林セラピーフォレストフォーレスト ５月１２日（金）

 ② 山里歩き～峰～といら畑ワラビ収穫体験 ５月２９日（月）

【
奥
多
摩
都
民
の
森

　
　

　
　
体
験
教
室
】

詳
細
☟

①
奥
多
摩
山
し
ご
と
体
験
・
第

２
回
竹
林
整
備
〈
１
泊
２
日
〉

５
月
20
日
（
土
）
～
21
日
（
日
）

②
日
帰
り
御
前
山
歩
き
・
第
２

回
御
前
山
〈
日
帰
り
〉

５
月
27
日
（
土
）

③
集
ま
れ
山
ガ
ー
ル
・
第
２
回

笠
取
山
〈
１
泊
２
日
〉

①
春
の
檜
原
・
奥
多
摩
山
歩
き

～
が
っ
つ
り
縦
走
～
〈
１
泊
２

日
ケ
ビ
ン
泊
〉

５
月
13
日
（
土
）
～
14
日
（
日
）

②
森
で
ク
ッ
キ
ン
グ
～
春
の
メ

ニ
ュ
ー
～

５
月
20
日
（
土
）

③
藍
染
と
そ
ば
打
ち
体
験

　
　
　

５
月
27
日
（
土
）

④
蚊
取
り
線
香
置
き
作
り

           

６
月
３
日
（
土
）

〔
申
込
〕
官
製
は
が
き
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

【
森
林
セ
ラ
ピ
ー
ツ
ア
ー
】

詳
細
☟

毎
月
第
１
日
曜
日
＆
第
３
木

曜
日
は
フ
ォ
レ
ス
ト

フ
ォ
ー

レ
ス
ト

奥
多
摩
森
林
セ
ラ

ピ
ー
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
ラ
ン

（FOREST for Rest)

①
春
の
森
林
ヨ
ガ/

リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
ヨ
ガ
〔
心
と
体
を
整
え
て

新
年
度
を
ス
タ
ー
ト
〕

４
月
15
日
（
土
）

②
四
季
の
森
と
ツ
ボ
に
触
れ
あ

う
『
ツ
ボ
押
し
＆
セ
ル
フ
灸
』

〔
春
の
「
木
」
編

心
と
身
体

の
デ
ト
ッ
ク
ス
〕４

月
30
日
（
日
）

③
こ
ど
も
の
日
の
奥
多
摩
森
林

セ
ラ
ピ
ー
〔
大
人
と
子
ど
も
そ

れ
ぞ
れ
の
森
じ
か
ん
〕

　
　

５
月
５
日
（
祝
）

【
登
山
・
観
光
ツ
ア
ー
】

①
登
山>

桜
を
め
ぐ
る
春
の
お

花
見
ハ
イ
ク
〔
棒
ノ
折
山
頂
の

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
〕

　
　
　
　

４
月
22
日
（
土
）

②
登
山>

御
前
山
〔
カ
タ
ク
リ

に
出
会
う
早
春
の
奥
多
摩
三

山
〕

　
　
４
月
27
日
（
木
）

★
「
町
民
割
引
価
格
」
あ
り
！

＊
各
ツ
ア
ー
と
も
参
加
費
用
が

発
生
し
ま
す
の
で
、
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
一
般
財
団

法
人
お
く
た
ま
地
域
振
興
財
団

　
　
　
　
　
☎
83-

８
８
５
５

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

８
８
５
６

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ
（h

t
t
p://

o
k
u
t
a
m
a
-t

h
e
r
a
p
y.c

o
m
/
)

６
月
３
日
（
土
）
～
４
日
（
日
）

④
奥
多
摩
山
歩
き
・
第
３
回
笠

取
山
〈
１
泊
２
日
〉

６
月
10
日
（
土
）
～
11
日
（
日
）

〔
申
込
〕
官
製
は
が
き
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
で

Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

３
６
３
３

E
-
m
a
i
l
:
o
k
u
-
m
o
r
i
@
a
x
e
l
.

ocn.ne.jp

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
都

民
の
森
管
理
事
務
所

　
　
　
　
　☎
83-

３
６
３
１

Ｅ
メ
ー
ル
で

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
86
‐
２
５
５
３

E
-
m
a
i
l
:
y
a
m
a
h
u
r
u
@
t
o
w
n
.

okutama.tokyo.j
p

☆
キ
ャ
ン
プ
場
「
ケ
ビ
ン
棟
」

宿
泊
半
額
割
引
実
施
中
（
キ
ャ

ン
プ
場
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
・

☎
86
‐
２
３
２
４
へ
）

※
問
い
合
わ
せ
は
、
山
の
ふ
る

さ
と
村
管
理
事
務
所
　
　
　

　
　
　
　
　
☎
86-

２
５
５
６




